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午前9時59分 開議 

（出席議員数18名） 

───────────────────────── 

開  議  宣  告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） これより本日の会議を開きます。 

───────────────────────── 

会議録署名議員の指名 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 本日の会議録署名議員には、 

岡 本  俊 君 

宍 戸 義 美 君 

を御指名申し上げます。 

───────────────────────── 

日程第１ 市政に関する一般質問 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第 1、市政に関する一般質問

を行います。 

質問の順序は、御配布のとおり順次行います。 

質問は6名の諸君により15件の通告があります。 

質問に当たっては重複を避け、また答弁に際しまして

も簡潔にされるよう御協力をお願い申し上げます。 

それでは、ただいまより東海林剛君の質問を行います。 

16番東海林剛君。 

○16番（東海林剛君） -登壇- 

それでは、早速質問に入らせていただきたいと思いま

す。 

昨年実施された国勢調査の速報値が公表されました。 

外国人を含む日本の総人口は、1億2,805万6,026人で、

前回調査と比べて、28万8,032人の増で0.2％の微増と

なってます。 

速報値では、日本人と外国人の内訳は集計されており

ませんが、日本人がやや横ばいで推移した一方、定住外

国人がふえたことが微増の原因と分析されております。 

厚生労働省の人口動態統計では、日本人の出生数が死

亡数を下回る自然減が拡大していることから、長期的な

減少傾向は変わらないとしております。 

大都市圏への人口集中が進む中、本市の人口は 2 万

4,266 人で、前回調査より810 人の微減にとどまってお

りますが、市内を42地区に分けた地域別集計結果を見る

と、32の地区で減少し、特に布礼別、麓郷、山部、東山

などの周辺農村部や市街地で高齢化が進む布部地区にお

いて、減少率が高くなっております。 

また、昭和30 年代、40 年代に造成された住宅街も減

少率が高く、高齢化も進んでおり、中心市街地も含め人

口減少は全市的傾向となっております。 

第5次総合計画前期基本計画において、5年後の平成

27年の推計人口は、約2万3,000人で、14歳までの幼年

人口と15歳から64歳までの生産年齢人口はさらに減少

し、65歳以上の高齢化率は29.3％になると推計されてい

ます。 

私は、第5次総合計画のスタートに当たり、人口減少

がもたらす少子高齢社会への対応、過疎地域対策、また、

農村資源を活用した経済活性化の取り組みについて、市

長の所信をお伺いしてまいります。 

最初に、人口減少、少子高齢社会への対応について 3

点お伺いをいたします。 

1 点目は、少子化対策の総合計画での位置づけ、子育

て支援の拡充、乳幼児医療費補助に対する考え方につい

てお伺いをしてまいります。 

本市の出生数はここ 10 年あまり増減を繰り返しなが

ら減少を続け、平成 11 年には 268 名であったのが、15

年に200名を切り、平成21年には169名まで減少してお

ります。 

出生率や合計特殊出生率も11年当時までは、全国全道

平均を上回っておりましたが、平成18年には合計特殊出

生率で、全国平均を下回り正式な統計として確認できる

平成19年には、国が1.39に対し、本市は1.29となって

おります。 

出生数の低下による若年人口の減少は、産業の担い手

不足、地域や経済の活力低下を招く要因となることから、

深刻な課題として受けとめております。 

子育てをしやすいまちという環境づくりを進めること

は、将来への投資であります。少子化対策を総合計画の

中で、どのように位置づけているのかお伺いをいたしま

す。 

また、他のまちには見られない独自政策とサービスの

拡充、及び乳幼児医療費補助の拡充についてどのような

見解をもっておられるのかお伺いをいたします。 

2 点目は、地域福祉計画に基づく地域での見守り体制

についてお伺いいたします。 

本市の地域福祉計画は、高齢者保健福祉計画、介護保

険事業計画、障がい者計画、次世代育成支援地域行動計

画など、対象ごとのサービスを行う個別計画を共通理念

で結び、地域を住民を福祉の対象者としてだけではなく、

福祉の担い手として位置づけ、地域の支え合いによる住

民参加を基本としており、平成18年に策定されました。 

地域における見守り、声かけ、交流など、地域でのケ

ア体制の推進には、自治会、連合会単位の小地域ネット

ワーク機能は、重要なカギとなってまいります。地域福

祉計画の進捗状況と今後の対応についてお伺いをいたし

ます。 

3 点目は、民生児童委員の活動しやすい環境づくりに

ついて見解をお伺いいたします。 

住民と行政の橋渡し役として、地域福祉の中核を担う

民生委員は、地域住民と身近に接し、暮らしに関するこ
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と、困りごと、悩みごとなどの相談員としてボランティ

アで活動しており、福祉サービスに関する情報提供や社

会福祉施設や社会福祉に関する活動を行うことなどとの

連携で問題解決に当たっております。 

核家族化と高齢社会がますます進行する中、独居高齢者

もふえ続け、さらに、孤独死や虐待などへの対応も求め

られるなど、民生委員の負担感が増しております。 

またボランティアにしては、専門性も要求され、特に都

市部においては、定数を大幅に充足できない状況が続き、

なり手が少ないというのが全国共通の課題となってます。 

本市の民生委員の定数は50名、主任児童委員が3名であ

りますが、1 名の欠員が生じているとお聞きをいたして

おります。 

民生委員がモチベーションを維持しながら、やりがいを

もって活動に当たっていただくためにも、活動上の課題

を洗い出し、負担の軽減や地域での協力体制の構築など、

民生委員を支える仕組みづくり、活動しやすい環境を整

えることが急務であると考えますが、見解をお伺いいた

します。 

次に過疎地域活性化対策について3点お伺いをいたしま

す。 

人口減少、少子高齢化の進行は、地域における次世代の

人員の確保が困難になり、現在はコミュニティ機能が維

持されていても、将来的には維持できる見通しが立たな

いという農村部におけるコミュニティの問題が顕在化し

つつあります。 

また最も重要な問題として、そこに住む住民自身が、み

ずからの地域の現在と未来に対して悲観的となり、集落

そのものの維持に対する関心を失い、その結果として、

集落機能や集落の喪失を早める負の連鎖が起きてしまう

ことであります。 

そこで過疎が進む地域に対する対応についてお伺いいた

します。 

1 点目は、地域活性化推進計画の内容についてでありま

す。 

第5次総合計画で地域活性化推進計画の策定について、

現在の2地区から平成27年までに4地区にすることが計

画されています。 

現在、山部地区では、観光振興計画が策定され、麓郷地

区においては活性化協議会に対する支援が進められてい

ると理解をしております。 

平成27年までにさらに2地区において活性化推進計画を

策定することになっており、東山地区とあと1カ所は現

在のところを決定していないとのことでありますが、計

画の方向性とその内容についてお伺いをいたします。 

2 点目は、過疎が進む農村地域で生活し続ける条件整備

について市長の見解をお伺いいたします。 

このことは地域活性化推進計画と連動いたしますが、住

みなれた地域で生活し続けるには複数の取り組みが必要

と考えます。 

全国ネットでの人の交流が図られる地域政策、高齢化

に対応した軽作業で営農できる情報提供と支援策、地域

の固有資源の有効活用による活性化、農村移住による地

域の担い手対策、医療・福祉移動手段の格差解消、外部

人材の活用も視野に入れた地域コーディネートなどが考

えられますが、過疎が進む農村地域で、住み続けること

のできる条件整備について市長の見解をお伺いをいたし

ます。 

3 点目は、農村実態調査の経過と活用についてお伺い

をいたします。 

北大サテライトによる農村実態調査が始まってから、2

年半が経過をいたしました。23年度新年度予算にも引き

続き事業費が計上されております。 

昨年私は、上五区の自治会長だったことから、自治会

活動の実態についてのアンケート調査の依頼がありまし

た。2 年半にわたる活動経過とこの調査結果を今後どの

ように活用されるのかお伺いいたします。 

次は、農村資源を活用した経済活性化の取り組みにつ

いてであります。 

農村資源の活用は、一つには、無価値なものを価値あ

るものに転換する視点であります。それには地域が克服

しなければならない重大な課題を価値化することの検討

も必要であります。 

例えば耕作放棄地による遊休農地、時にははんらん被

害をもたらす水、厳しい寒さと雪、廃棄される規格外農

産物などマイナス材料をプラスに転換し、付加価値化に

つなげる発想が重要であると考えます。 

一方既に、価値が認められているものを活かしきる積

極的な取り組みが求められます。 

富良野には、全国の観光客をひきつける自然景観など

他市町村には負けない優位性があると自負をいたしてお

ります。全国市町村魅力度ランキングで第8位、朝日新

聞が行った読者が決める日本一の星空スポットでも富良

野市が第1位になっています。 

しかし、住みやすい街ランキングでは41位で、厳しい

自然環境ということを差し引いても、一考を要する結果

であります。 

住みやすいまちであるためには、医療、教育、子育て

情報インフラの環境整備など総合力が求められますが、

何よりも働く場があることが必須条件であります。 

経済活性化に向けた官民一体となっての努力は、差し

迫って大切な課題であります。 

農村資源を活用した経済活性化の取り組みで、お伺い

したいことは数多くありますが、食をキーワードとした

新事業創出に絞って見解をお伺いしてまいります。 

昨年5月、北海道経済連合会、北海道農業協同組合中
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央会、北海道経済産業局、そして北海道の4社が設立発

起人となり、食クラスター連携協議会が発足いたしまし

た。 

道も北海道の価値を活かし、本道の成長力を牽引する

新たな産業の創造を目指し、食関連産業を一つの柱とし

て、食資源の高付加価値化による経済活性化の取り組み

を強化するとしております。 

また本市において、去る1月13日農商工連携ビジネス

セミナー、14日に農商工連携マッチング商談会が開催さ

れました。 

食を中心に据えた多様な主体による新分野での事業創

出は、地域内所得の向上、雇用の確保などさまざまな相

乗効果が得られる可能性が期待されます。 

このような事業は、あくまでも自立性が基本であり、

行政の役割が相談窓口、調整機能、人材育成、異業種交

流の場の形成や情報提供が中心になりますが、行政も含

めた多様な主体間の連携によるつながる力が大きなカギ

を握っていると考えます。 

富良野の食資源を活かし、農業者も参画した多様な主

体との連携による新たな事業創出について、市長の見解

をお伺いいたします。 

2 点目、質問の最後になりますが、農業観光の視点か

ら富良野農業に対する深い知識を持ったガイドの育成と

確保についてお伺いいたします。 

都市住民との観光を通しての交流が図られることは、

富良野の大きな強みであります。単に農村観光という視

点から次の段階として、農業観光に重点を移し替え、都

市住民に対し富良野農業への正確な理解を深めてもらい、

農畜産物また加工品の消費拡大につながる食文化の発信

が必要と考えますが、現在の取り組み状況、課題につい

てお伺いをいたします。 

またそのために、富良野農業に精通するボランティア

ガイドや農業体験現場での専門ガイドの育成についての

見解をお伺いし一回目の質問を終わります。 

○議長（北猛俊君） 御答弁を願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

東海林議員の御質問にお答えをいたします。 

第5次総合計画の課題についての1点目、人口減少、

少子高齢化社会への対応についてお答えをいたします。 

富良野市の出生数は、10年前の年間250人から平成21

年度は169人と81人も減少をいたしているとこでありま

す。15歳未満の年少人口は最近5年間だけで、400人、

11.3％も減少していることから、急激な少子化が進んで

いると、このように感じているとこであります。 

このままのペースで出生数が、減少すれば地域の活力

の衰退はもちろん、就業の場が減少し、このことからさ

らに人口が減少すると懸念をしているところでございま

す。 

このような中、第5次総合計画では、安心して子育て

ができ、子供たちが伸び伸びと育ち、若い世代が定着で

きるような社会環境づくりを進め、高齢者が健康を維持

し、経験や技術が活かされ、生きがいを持って暮らすこ

とができる地域社会を創造することがまちづくりの課題

としてとらえているところでございます。 

そのため、本総合計画では基本目標の1番目に、次代

を担う子供たちをみんなで育むまちづくりを掲げ、さら

に個別目標の1番目に、安心して子育てができる環境づ

くりを掲げ、重要政策の一つとして総合計画の中に位置

づけをしております。 

次に、子育て支援に向けた本市の独自対策としては、

発達に遅れや疑いのある児童の早期発見支援策として、1

歳6カ月検診や乳幼児健康相談等の際に、子供の発育・

発達・育児不安、養育上の問題を抱えるを親を対象に、

保健師、保育士、栄養士、療育指導員等のスタッフで実

施する「遊びの教室」へ勧奨をしているところでござい

ます。 

遊びの教室では、子供の発達上の問題が明らかになり、

スタッフ間で発達状況を確認し検討する中で、療育が必

要と思われる子供に対して、こども通園センター、もし

くは協会病院リハビリステーション科につなぐなど、早

期発見、早期療育に重点を置いているとともに、こども

通園センターでは、言語聴覚士2名、作業療養士1名、

療育指導員4名を配置して、発達支援に向けた体制整備

を図っております。 

また、子育て支援策としては、地域が見守り、親子を

含めた地域サポート、あるいは7カ月健診時においてボ

ランティアの協力をいただきながら、ブックスタートの

実施、さらに児童においては家庭教育などを通して、地

域ぐるみのサポートを引き続き実施してまいります。 

第5次富良野市総合計画前期基本計画では、個別目標

に掲げている安心して子育てができる環境づくりの中で、

認可保育所再編事業、緑町児童センター整備事業、児童

養護施設整備資金利子補給を新規事業として掲げ、さら

に、母子保健事業、予防接種事業新たな保育サービスの

提供などを拡充事業としてあげているところでございま

す。 

次に、乳幼児医療費補助の拡充の考えはあるかについ

てでありますが、現在実施しております乳幼児等医療給

付事業につきましては、北海道医療給付事業に基づき進

めているところであり、通院の場合、3 歳未満及び非課

税世帯の方の医療費は無料、3 歳以上の小学校就学前の

課税世帯の方は医療費の1割が自己負担となっていると

こであります。 

また、入院につきましては、小学校卒業までの子を対

象として、3歳未満及び非課税世帯の方は無料、3歳以上
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は小学校卒業までの課税世帯の方は1割が、自己負担と

なっております。 

市の独自策といたしましては、医療に係る確立の高い

3 歳未満の子供の世帯や非課税世帯の負担軽減を目的に、

初診時、一部負担金の助成を行っており、平成20年度決

算は4,749件で、272万6,000円を21年度には4,835件

254万1,000円の助成額となっているところであります。 

この事業は、将来にわたって安定的に維持していく必

要があり、負担と給付の適正化や、他の公費負担制度と

の負担の行為性の観点、、また、独自支援に伴う事業実施

分の一部が、国民健康保険の国の財政調整交付金にも影

響を及ぼすことから、現行どおりとし、道の要綱に沿っ

て引き続き実施していきたいと、このように考えている

ところでございます。 

次に、高齢者・障害者・子育てなどの地域ケアの体制

の推進について。 

地域福祉計画を踏まえて、今後の具体策についてでご

ざいますが、少子高齢化や核家族化の進行、家族や地域

社会の絆の希薄化、社会構造の変化などから、地域にお

ける生活課題等も多様化しております。 

こうした社会情勢の中、市民一人一人が個人として尊

重され、人と人との触れ合いを深め、心豊かで住みよい

地域コミュニティをはぐくみ、安心して暮らせる地域福

祉社会を目指すことが、地域、福祉計画の基本理念とし

て、策定をいたしたところであります。 

その中で、平成23年度からの5カ年計画として推進す

る本市の最上位の計画でございます第5次富良野市総合

計画の一つの基本目標中、優しさと生きがいが実感でき

るまちづくりの個別目標のともに支え合い、いきいきと

暮らせる地域づくりとも整合性を図った施策事業内容で

推進することとしているところでございます。 

多様な構成員が地域福祉活動の主体となる協働のもと

で町内会あるいは連合会を単位として、地域における生

活課題への対応に向け、見守り、声かけ、交流、防災、

福祉除雪等を地域住民や町内会、民生委員児童委員、ボ

ランティア団体、事業所等と連携をして進める小地域ネ

ットワークづくりを展開しながら推進しているところで

あります。 

進捗状況につきましては、福祉のまちづくり事業の中

の地域ネットワークづくりは、地域福祉推進の中核を担

う富良野市社会福祉協議会が総合窓口として、地域福祉

懇談会などで事業の概要と必要性を説明しながら、また、

社協だよりの発行時に、地域福祉推進指定事業内容と申

請書を全戸配布によりお知らせをし、各地域で福祉活動

の取り組みを推進しようとする各町内会、連合会、自治

会等には、新規に4件、平成21年度に7件、平成22年

度は5件で、これまで累計62件の福祉活動助成の申請が

あり、実績報告においてそれぞれ自主的な活動を展開し、

徐々に広がり定着をしているところでございます。 

また地域を拠点に高齢者のひきこもり防止、生きがい

の場、仲間づくりを行う交流の場となることを目的とし

た地域の方々が主役となる高齢者のふれあいサロン事業

についても、平成22年度に新規2件と広がり、現在まで

累計9地区で実施をされているところでございます。 

ただし、地域におきましては、少子高齢化などにより

中心的な人材確保や組織など難しい地域もありますが、

近所のつながりを密にし、地域コミュニティーの意識向

上の醸成、地域の助け合い支え合い精神を培いながら、

自治会組織や地域担当の民生委員児童委員やそれぞれの

特定の目的を持った組織と連携しながら、活動のすそ野

を少しずつ広げ、自発的な福祉活動を継続的に進めるこ

とが、重要であると認識をいたしているところでござい

ます。 

市といたしましても、今後、関係部局や福祉関係団体

等と連携を図りながら、より一層、支援の充実を図って

まいります。 

次に、民生委員児童委員のあり方についての見解であ

りますが、今日の福祉社会は、援助を必要とする住民が、

できる限り地域で生活を営むことができるよう、地域福

祉の充実を図ることが重要であります。 

民生委員児童委員は、その担い手として、住民の立場

に立った生活相談や各種福祉サービスに関する情報の提

供を行ったり、あるいは地域の社会福祉関係団体、事業

者との連携を図ることが求められております。 

このような民生委員児童委員の位置づけを背景として、

民生委員児童委員は住民の生活状態を必要に応じて、適

切に把握をし、援助を必要とする者からの相談、生活相

談に応じたり、助言、その他援助を行い、福祉サービス

を適切に利用するために必要な情報の提供、援助などの

ほか、住民の福祉の増進を図るための活動を行っており

ます。 

このような中、民生委員児童委員は、民生委員法第10

条の規定により、報酬を支給しないものとされている社

会奉仕者でありますが、委員諸活動に経費はかかること

から、負担にならない活動に必要な費用の一部を、活動

費として支給をいたしているところでございます。 

また、民生委員児童委員の職務を意欲的に遂行するた

めには、富良野市民生委員児童委員協議会への支援と協

力が欠かせないものと認識をしており、今後も引き続い

て行ってまいります。 

協議会は、委員相互が人格を高め合い、活動意欲を向

上し合うなど、共励のための組織であり、また同時に活

動に必要なさまざまな知識や技術の習得など、民生委員

児童委員の資質向上や活動の推進を図るための研究や協

議を行う組織でもあります。 

そのため協議会では、それぞれの民生委員児童委員が、
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担当する区域や各種事案を全員でよく話し合い、最も円

滑に活動しやすく、効果があがるように分担をしたり、

民生委員児童委員が活動する上で必要な資料やや情報を

収集、交換し合い、また委員相互の共励、研究、修養を

図っているところでございます。 

このようなことから、今後も協議会が効果的に運営さ

れるよう、市は引き続き情報の提供・助成などの支援及

び連携を図ってまいりたいと考えているところでござい

ます。 

1 人の民生委員児童委員が過度な負担にならないため

にも、現在協議会が中心となって行っております住民助

け合いマップの推進を図っているところであり、今後は、

住民助け合いマップを活用しながら、個々が持っている

地域の情報や人と人との関わりなどの情報を多くの方々

で共有し、近隣所複数の人で支え合う地域づくりに向け

て、取り組んでまいりたいと考えているところでありま

す。 

次に2点目の過疎地域活性化対策についての地域活性

化推進計画についてでありますが、第5次富良野市総合

計画において、市民と地域、行政が協働して築くまちづ

くりを実現するための推進施策の一つとして、地域活性

化の推進を掲げ、その成果目標として地域活性化推進計

画の策定地区数を平成21年2地区から平成27年までに

は4地区としたところであります。 

本市におきましては、過疎化や少子化が進行する地域

集落におきまして、地域住民がそれぞれの地域の課題や

特性、資源を互いに確認をし、話し合いながら、地域を

活性化するための取り組みが進められており、平成 20

年度には、麓郷地区においてふらの麓郷地域協議会が主

体となり、ふるさとづくり計画は策定され、国の補助事

業を活用しながら、地域活動が行われているところであ

ります。 

また21年度には、山部地区総合振興計画をはじめ、山

部地区の関係団体と連携をしながら、山部地区観光振興

計画を策定し、さまざまな取り組みを進めているところ

であります。 

また、東山地域におきましては、平成21年度に実施い

たしました農村実態調査をもとに、地域住民が集まり、

平成23年度からの実施に向け、東山地域観光振興計画の

策定に取り組んでいるところであります。 

これらの計画は、市民みずからが住む地域をみずから

の手で活性化していくものであり、このような計画を総

称して、総合計画では地域活性化推進計画として位置づ

けをしたところでございます。 

今後これら3地区の計画に合わせ、さらに、他の地域

での地域活性化を想定し、総合計画の資料では、平成27

年までには4地区での計画策定を目標としたところでご

ざいます。 

次に、農村地域で生活し続けることのできる条件整備

についてでありますが、現状、農村地域では日常の買い

物、地域公共交通、医療福祉、子育て、教育など生活面

における諸課題が潜在化するとともに、農業の経営環境

も大きな変革が見込まれ、農家戸数の減少も危惧される

ところでございます。 

そのような状況のもとで、安心して住み続けることが

できる環境づくりにおきましては、市単独で行う取り組

みには限界があり、地域における人と人とのつながりを

強め、支え合いにより地域力を高め、地域と行政が連携、

協働しながら、地域を活性化していくことが基本である

と、このように認識をいたしているところであります。 

この人のつながりにより、地域活性化が地域での安心

感をもたらし、地域に住んでいる人たちを定着化させ、

さらに、新たに地域に移住する人たちを引きつける魅力

になるものと考えているとこであります。 

そのために、地域住民がみずから住んでいる地域の現

況課題を再認識する仕掛けづくりが、地域で生活し続け

る条件整備の第一歩になるものと考えており、農村実態

調査を進めているところでございます。 

今後、農家、非農家に関わらず、若者から高齢者まで、

幅広く地域の人たちが参加する中で、地域が主体となり

進める地域活性化の取り組みに対しては、市としても積

極的に支援を行いたいと考えており、地域コーディネー

ターやアドバイザーの招聘などを含め、地域ニーズにあ

わせ、条件整備を行ってまいります。 

また、移住促進による居住人口の拡大や二地域居住な

どの交流人口の拡大のためには、住居の確保が必要であ

ることから、農村地域における空き家活用に向けた実態

調査も進めていく必要があると考えております。 

次に、農村実態調査の経過と活用についてであります

が、営農面や生活面の集落実態を現地調査することによ

り、農村の活性化に向けた方向性を見出そうとする目的

で、山部の産業研修センターにある北大サテライトを拠

点として、平成21年度には、東山地区を重点地区に住民

が農村問題で感じていることを聞き取るため、地域リー

ダー、若手中堅農家、高齢引退農家、農家女性連絡協議

会などのグループからのヒアリング調査を実施、さらに

移住者への聞き取りも行うとともに、農事組合長や集落

活動の実態アンケート調査を実施をしたところでござい

ます。 

その中で出された課題としては、生活店舗の廃止、保

育所、小学校などの生活インフラの問題と高齢非農家の

増加、集落内及び全階層でのコミュニケーション不足な

どの集落組織の問題が多く出されたところでございます。 

一方では、雄大な山岳景観や美しい田園風景、新鮮な

農産物、東大演習林や樹海などの地域の魅力や資源を改

めて確認をされたところであります。 
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さらに、先進地視察研修、講演会、座談会などを実施

することにより、農村問題の対応方向の一つとして、集

落の再編と東山地域に外から人を呼び込む交流事業を地

域全体で取り組む必要があるとの意見になったところで

ございます。 

このようなことを受け、地域で気軽に集まることので

きる会合を重ね、課題や改善点を話し合う中から、活性

化の活動を自分たちでやってやろうとの機運が生まれ、

直売所の設置といった動きも見られる状況になってまい

りました。 

これらの結果は、いつまでも人と自然と農業を誇れる

ふるさと東山を目指した東山地域観光計画の策定におい

て、資料として活用されているところでございます。 

また平成22年度には、東山地域を除く市内全域の農事

組合長を対象として、農村活性化に向けた現況把握アン

ケートを実施したところでございます。 

アンケートにつきましては現在、集計作業中でありま

すが、特徴的な点として、構成世帯の減少や高齢化とい

う問題から、地域自治の維持がいずれ困難になるという

地域が過半を占める状況にございます。 

本年度の調査結果を分析して、平成23 年度には1～2

地区を抽出して、地域でのヒアリングは話し合いにより、

地域の課題や資源の掘り起こしを行い、地域の活性化に

向けた検討を行ってまいりたいと考えているところであ

ります。 

また、調査結果につきましては、平成23年度から取り

組む担い手対策の体系化の基礎的な資料として活用して

まいりたい、このように考えているところであります。 

3 点目の農村資源を活用した経済活性化の取り組みの

食をキーワードとして多様な主体と連携して、新分野で

の事業を創出に取り組む考えについてでありますが、現

在、研修機会を提供するなど、情報提供を行っている状

況でありまして、富良野広域圏経済活性化協議会の農畜

産物を活用した農家レストランの先進事例から、地域活

性化と雇用創出を考える研修会、富良野広域圏通年雇用

促進協議会の農商工連携等ビジネスセミナーでは、農業

者と商工業者の連携による先進事例についての研修を行

ったところでございます。 

また富良野広域圏経済活性化協議会においては、農産

品等を活用した新商品の試験的な開発も行っているなど、

事業創出に向けた動きも徐々に出てきている状況でござ

います。 

食をテーマとした事業創出ということでありますが、

地元農産品の活用は循環型経済の活性化につながるとと

もに、新たな雇用に結びつく可能性を秘めております。 

今後も研修機会を含め、情報提供に努めていくととも

に、企業立地促進法に基づく富良野美瑛基本計画におけ

る北海道食産業集積付加価値化支援事業、富良野市中小

企業振興条例の市街地商店街活性化ソフト事業などの制

度を活用しながら、関係機関と連携をし進めてまいりた

いと考えているところであります。 

次に、都市住民に農業の理解を深めてもらい、農作物

の消費拡大につながる食文化の発信についての取り組み

状況と課題についてでありますが、現在、富良野オムカ

レー推進協議会により、地元の農畜産品を活用したオム

カレーが定着しつつあります。 

またこのカレーをテーマとした動きは沿線にも広がり

を見せており、美瑛カレーうどん、かみふらのポーク＆

ビーンズカレー、南富良野エゾカツカレー、占冠森の恵

み山菜カレーと美瑛町から占冠村を結ぶカレー街道が整

いつつあり、富良野美瑛広域観光推進協議会の発行する

パンフレットなどにより、広く発信をいたしているとこ

ろであります。 

地元富良野オムカレーの推進における課題については、

昨年行われましたアンケート調査の報告会でも指摘がさ

れておりましたが、観光客向けにはなったものの、地元

の方々がまだ食べていない状況であり、さらなる魅力発

信のために、地元の方々に愛されるオムカレーに育てあ

げる必要があると報告をされているとこであります。 

今後も市民や観光客に向けた情報発信等につきまして

は、関係機関と連携をし、協力をしてまいりたいと考え

ているとこであります。 

また、富良野市国際観光促進協議会産消協働部会では、

グリーンフラッグ事業にも取り組んでおりまして、地元

の農産品を応援する料飲店等を認定をし、フラッグを掲

げることにより、地元住民や観光客に対し、農産品・加

工品の活用を積極的にアピールするというものでござい

ます。 

現在、35店舗が加盟をしておりますが、マップの発行

やホームページの作成を進めており、地元農畜産品を食

することのできる環境をつくることで、富良野ブランド

をもうワンランクアップできないかと考えているところ

でございます。 

冬期間における農畜産の農産品の提供が課題として上

げられるところでありますが、農業と飲食店とのマッチ

ングの機会を設けるなど、地域でより多くの地元農産品

が活用されるような環境整備をしていきたいと、このよ

うに考えているとこであります。 

次に、富良野農業の知識を有する観光ボランティアガ

イドや農業体験現場での専門ガイドを育成する考え方で

ありますが、観光客に対し富良野農業語ることは、地域

の理解や満足度向上につながるものとともに、都市にお

いてこの地域の農産品を手に取るきっかけにつながって

いくと考えております。 

富良野広域圏経済活性化協議会の観光人材育成事業に

おきましては、アウトドアガイドが農業を含めた地域に
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ついて学ぶセミナーを開いているとともに、現在受け入

れている農業体験では、農業者が修学旅行生に対し、地

域の農業を語る絶好の機会になっていると考えておりま

す。 

富良野農業の知識を有する人材の育成は、この地域を

PRする意味でもあり、大変重要なことであると理解をし

ておりますので、今後もアウトドアガイドなどへの研修

の機会を提供するとともに、農業を熟知した農業士や指

導農業士など、郷土に根づいた優秀な人材もいるため、

人材の育成と活用をあわせて進めてまいりたいと、この

ように考えているところでございます。 

以上であります。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

16番東海林剛君。 

○16番（東海林剛君） それでは再質問させていただき

たいと思います。 

まず1点目の少子化支援の総合計画での位置づけ、支

援の拡充、乳幼児医療費補助の関係でございますけれど

も、これについてはですね、いま答弁の中で総合計画で

も、いの一番に次代を担う子供たちをみんなではぐくむ

まちづくりを掲げて、若い世代が定着する社会環境づく

りを進めていくと、重要政策として位置づけているとい

う御答弁をいただきました。 

富良野の特色ある取り組みについても、何点か挙げて

おられましたけども、そのことは十分に承知をいたして

おります。 

その中でですね、特に乳幼児医療費補助の関係につい

て、再質問さしていただきたいと思いますが、南富良野

町では今年度から22歳、学生の学年度末までの医療費を

全額助成する、すこやか子供医療費助成制度をスタート

させるという新聞報道がございました。親の所得に対す

る制限は全くなしということであります。 

富良野のいまの乳幼児医療費補助の関係につきまして

は、先ほど御答弁があったとおりですね、道の基準に沿

ったものということで、特に拡大の方向に向けてさまざ

まな課題があるので、現状維持したいということであり

ましたけれども、全国の自治体においてですね、南富良

野町のような手厚いところは見当たりませんけれども、

中学生までを対象としたところがだんだんふえてきてお

りまして、いま乳幼児医療費補助ではなくて、子供医療

費補助というような姿になってきてます。 

子育て世代というのは、所得の少ないですね、この世

代でありまして、やっぱり子供を産み育てていくという

ことは、非常に経済負担の負担感が大変大きいものだと

いうふうに思います。 

この経済負担の軽減拡充についてはですね、直接的な

支援というものもありますけれども、心理的な支援とい

う側面が強いものと、その辺が非常に重要な点ではない

のかなっていうふうに考えています。 

子育てに関するインパクトの強い政策がほしいという

のは、多くの方々からお聞きをするとこでありますが、

改めて医療費補助の拡充について、将来的にも検討の余

地はあるのかないのか、その辺の見解をお伺いをいたし

たいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 東海林議員の再質問にお答えを

さしていただきます。 

乳幼児医療の拡大というお話でございました。現在、

国で行われているそれぞれの医療の実態でございますけ

ども、大変、政党政治でございますから、大きくいま国

会で論議になっているこども手当、いうような形で物的

なものの配布と、こういう形で行われるのともう一つは、

国でやはり子供を育てると、こういう基本的なものがあ

って、そういう状況づくりをされたというふうに認識し

ておりますけども、一つにはやはり、それぞれの時代に

おいて、国でもそうですけども、財政の基本的な財源が

確保できない状況の中で、これを実施していくいうこと

になれば、行政というものは、福祉行政ばかりでなくい

ろんな行政の中でございますから、そういう予算の状況

を十分把握しながら、できることからやっていくと、い

うことが私は基本の姿勢ではないかと、このように思っ

ております。 

昨年、4 月から富良野市の保育料の軽減策をやらせて

いただきました。それから、乳幼児に係るものでなく、

妊婦に係るものについても、今年の予算におきましては、

妊婦の検査は9回から14回、あわせてエコー検査も実施

すると、そういうようなできる範囲のところからやって、

財政の健全化をあわせながらやるという立場であります

から、私は、いまの現況の中で、南富良野の事例を出さ

れましたけども、人口規模が全然違うわけですね。そう

いう財政規模とあわせて考えてみますと、総合的な判断

では、いまの現状の中で継続してまいりたいとこのよう

にいま考えているとこであります。 

国の状況を考えてみましても、これらすべて国民健康

保険にはね返っていくわけでございますから、国民健康

保険の状況も十分かんがみながら、検討しながら進めて

まいりたいとこのように考えてございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

16番東海林剛君。 

○16番（東海林剛君） それでは次に移らさせていただ

きたいと思います。 

地域福祉計画の地域での見守りの関係でありますが、

大変高齢化が進んでいるという中で、地域での見守りも

高齢者が高齢者を見守る時代になってきたわけでありま

す。 
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いまの取り組みの方向について、それぞれお話をいた

だきましたけれども、御答弁のとおりですね、本当に身

近な連合会、町内会単位の小地域ネットワークの充実と

いうものが、この地域福祉のですね、成功の大きなカギ

になってくると思います。 

その中で特に高齢者サロンの取り組みというのがです

ね、現在9区で運営をしているということでありますが、

本当に運営をされている皆さんには、心からの敬意を表

したいと思います。これこそがですね、地域福祉の大き

な拠点になるんでないのかなというふうに私も思ってお

ります。 

そんなことで、このサロンについてはですね、現在 9

地区でこれからさらに拡大していくというふうには思い

ますけれども、農村地域でのサロンは、特に農繁期にお

いてはですね、非常に難しいという、いわば高齢者も労

働の担い手になっている現状がありまして、農村地区に

ついては難しいという現実も確かにあるわけですけども、

サロンのさらなる拡大に向けた支援をどのようにお考え

なのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 東海林議員のサロンについての

拡大という考え方についての御質問と思いますけども、

御答弁さしていただきたいと思います。 

このサロンのあり方はそれぞれ地域によって、ひと月

に1回あるいはひと月に2、3回実施される状況でありま

す。 

現在富良野では御承知のとおり、単身世帯は約800世

帯、夫婦世帯が1,700～1,800位になって、この方たちを

どうやはり生きがいを求めて、そして生活をしていただ

くような状況づくりをするかということは、やはり地域

で、行政でできない分を地域でみなさんで補って、そう

いうお年寄りを慰めて、元気付けて、そういう状況をつ

くっていくことがまちの地域力にもなってきますし、地

域の状況づくりが明るくなる。 

あるいは、お年寄りの得た人生経験の中で、子供たち

にいろんなことを伝承していただける、そういう場所で

もあると、こういう位置づけをして実施しているところ

でございますけども、私は、農村地区におきましてもで

すね、余りその限定をしたものの考え方でなく、広い意

味での地域の状況をあわせた中で、これらの対応をです

ね、考えていく必要性があるのではないかと。 

実際にそれぞれ限界集落的なところで、実施すること

は不可能でございますから、それらについては、地域単

位に置いて実施できるような環境づくり、体制づくり、

それから行政との支援策。これらをあわせて、総合的に

これからも、御質問あったとおり、9地区から1年に一

つでも二つでもふやしていく、それは基本的な考え方で

ございますので、今後、増箇所に向けて努力をしてまい

りたい、このように考えているところでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

16番東海林剛君。 

○16番（東海林剛君） だんだん時間が無くなってまい

りましたので、地域活性化推進計画について質問をさせ

ていただきたいと思います。 

そのあとのですね、過疎が進む農村地域で生活し続け

ことのできる条件整備とあわせて、連動いたしますので

お伺いをいたしたいと思いますが、こういう過疎が進む

地域の中で、地域活性化の推進計画をつくっていく段階

で、先ほどの答弁の中でも、住民の皆さんとともにです

ね、課題の洗い出しをしながら、地域の将来像を描いて

ですね、その方向を定めていくというようなお話がござ

いました。 

地域活性化の目的を明確にして、例えば元気づける取

り組みなのか。あるいは市場ベースにのるような産業の

育成なのかという、そういう方向性の明確化というのも

必要だと思いますけれども、そのような地元の皆さんと

のいままでの協議経過、それから今後新たに策定される

地域での協議の方向性について、どのようにお考えなの

かお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 東海林議員の御質問にお答えを

いたします。 

地域におけるそれぞれ地域の活性化対策をどう方向づ

けをしていくかと、こういうお話の御質問かと思います。 

御答弁をさしていただきます。 

一つには、大きな項目の中で、先ほど御答弁さしてい

ただきましたそれぞれの四つの振興策を作ると、こうい

う第5次の総合計画の中にうたったわけでございますけ

ども、その中で特に御質問ありました東山地域の減少、

山部の減少、それから麓郷地区の人口減少、やはりそれ

ぞれ農家を営むところの人口減少が大きいと、こういう

ことは否めない現実ですから、私はそういう観点からそ

れぞれの地域に合った計画をつけ、それにはいま現在東

山の計画は、本年度の3月までに作成し、23年度からス

タートするわけでございますけども、その過程の中で東

山の農村青年の意識改革というのは、かなり出てまいり

ました。 

我々の郷土は我々の力で守っていく、こういう発想の

方々が10数人出てきまして、それらの方々と真剣に、将

来の東山というのはどう方向づけをしていくのか。 

例えば、農業における状況におきましても、私は、こ

れからやはり国の政策はもちろんございますけども、自

分の生活というものをもちろん土地の状況もございます

し、住宅の事情、交通事情もありますけども、その中で
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自分が生活できる将来、生活できる状況づくりを、いま

の時点でどう作っていくかということを明確にしなけれ

ば、惰性的に継続してやるという状況には私はならない

だろうと。この意識改革が非常にでてきたということが

1点目。 

2 点目は地域で、それぞれの地域支援というものをど

う活用していくかと、さらにもう一つは、移住してきた

人たちがこれから必ず入ってきますから、それらの人た

ちと混合集落をする中で、都会のいい、そういう経験し

たものの中で、それを実践できるようなそういう交流の

中で得るものをその地域で活用していくと、こういうこ

とも含めるとその地域の若い農業後継者あるいは地域で

これから生活していく異業者にですね、非常にこれから

の1地区でございますけども、東山地区を例にあげてお

話させていただいておりますけども、そういう状況が生

まれてきたと。 

これは私はこれからもやはり、東山地区における大き

な財産になっていくのかなと、そんな感じを強くしてお

りますので、行政といたしましても、一生懸命これらの

取り組みに対しては、御支援を申し上げて協働で地域の

振興を図ってまいりたいとこのように考えているとこで

ございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

16番東海林剛君。 

○16番（東海林剛君） それでは最後にさせていただき

ますけれども、食をキーワードにした多様な主体との連

携による経済活性化の方向性というようなことで再質問

をさせていただきたいと思います。 

1月の13日、14日に行われた農商工連携ビジネスセミ

ナー、農商工連携マッチング商談会にはですね、そのビ

ジネスセミナーには56名の参加、マッチング商談会には

出展農家が13件、参加業者が7名というふうにお聞きを

いたしております。 

農業者も含めたですね、私が言っているのは、農商工

連携の取り組みといってもいいのではないのかなと思い

ますが、食をキーワードにした経済の活性化、これは農

商工連携の取り組みを継続的に市として取り組んでいく

姿勢が重要だというふうに考えております。 

このこともですね広域圏経済活性化協議会が中心にな

って進めてきたという経過があるわけですけども、この

協議会もですね道の委託事業ということで、23年度で終

了とお聞きをいたしてますが、こうした役割をどこが果

たしていくのかということも含めて方向性についてお伺

いをしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 東海林議員の再質問にお答えを

申し上げます。 

俗に言う商業農業連携をした取り組みを、今後どこを

キーワードとして実施していくのかと、こういうお話の

ようでございますので、お答えを申し上げたいと思いま

す。 

富良野の産業は基幹産業の農業、観光であるとか、あ

るいは大きな人を惹きつける魅力としては、環境もござ

いましょう。そういう融合する中で、農業と商業のタイ

アップという形の中で、大きく言えば、私はこれからの

農業の中でですね、過日、東京のある観光のホテル業的

なものの方々とお話をした中で、富良野からの産品とし

てアスパラ、ミニトマト、トウモロコシ、ジャガイモ、

これらについては、全国でもブランド力は非常に強い、

そういうお話をいただきました。 

この4品的なものは旬の時期に、そういうホテルの全

国ネットワークにできるような状況づくりが、できるか

できないか、いま我々の方としても、関係する方々と検

討さしていただいておりますけど、そういう大きなもの

から始まりまして、これは恐らくかなり特にトウモロコ

シについては、絶大な絶品であると。 

食べてこれだけのものは、いま現在見当たらないとい

うような評価もいただいておりますけども、これらを一

つ含めただけでですね、富良野外でそういう状況づくり

が、今後大きく転換できる、そういうものを行政として

橋渡しをして、あるいはそういう状況づくりをつくって

いく。これが大きな目的になろうと思います。 

小さく言えば、これは一生懸命その地域で、その観光

的なものであわせてやっている状況の中でですね、食品

の農産物の販売を実施しているわけでございますけど、

これらを含めて、売る側ばかりでなく、作る側ばかりで

なく、新しい加工品の状況づくりも、関連する企業の皆

さん方とあわせてですね、これから連携をして検討して

いかなければならないと、このようにいま思っていると

ころございますので、いま御質問あった関係については、

市がそれぞれ仲介役をする、あるいはものによっては、

市が主体性を持ってやる。このように考えているところ

でございます。 

○議長（北猛俊君） 以上で東海林剛君の質問は終了い

たしました。 

ここで10分間休憩いたします。 

─────────────── 

午前11時04分 休憩 

午前11時14分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き、会議を開きま

す。 

休憩前の議事を続行いたします。 

次に、大栗民江君の質問を行います。 

4番大栗民江君。 
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○4番（大栗民江君） -登壇- 

通告に従い一般質問をいたします。 

1 件目、納税・徴収方法の多様化・拡大についてお伺

いいたします。 

1 項目目、国民健康保険税、固定資産税、市民税の納

付回数についてお伺いいたします。 

御家族のリストラや病気などさまざまな理由から、市

民の方から納税のことで御相談を受けることがあります。 

会社に勤めているときは、給料から天引きされ、年 12

回で納めていますが、会社を辞められ、普通徴収になっ

た方は、届いた金額を見てびっくりされ、納期ごとに納

税するのに、大変な不安感をお持ちです。会社を退職さ

れた方は、回数が減る分、1 回の納付金額が多くなり、

大変な負担感があります。 

また、税自体がふえているので、もともと納付されて

いる普通徴収の方でも、1 回の納付金額が高くなってお

ります。1 回当たりの納付金額がふえているので、納付

回数をふやすことで、1回の納付金額が小さくなるので、

納付回数をふやすことができないものかと考えます。 

他の市町村の市税の納期を調べてみますと、市税の中

でも市民税や固定資産税は、通常4回の市町村がとても

多く、また納付金額が高くなる国保税も9回、10回と納

付回数をふやす自治体も、ふえてきております。 

市民税については、地方自治法第320条に普通徴収の

方法によって徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、

8月、10月及び1月中において、当該市町村の条例で定

める。 

ただし、特別の事情がある場合においては、これと異

なる納期を定めることができるとされております。 

通常は、4 回である納期から富良野市の市民税の納期

は、6月、8月、10月の3期とされております。 

富良野市で3回としている特別の事情とは、どのよう

な理由であるのかお伺いいたします。 

市民が納付しなければならない税金の種類はさまざま

ですが、支払う側は、1人あるいは1世帯であります。 

国民健康保険税においては、5回から8回に変更にな

った経過があるとお聞きしますが、それ以降、納付回数

の変更などの話し合いや検討がなされたことはあるので

しょうか。 

納税する側の観点から、1 回当たりの家計の負担が軽

減されるようすべての市税ではなくとも、できるものか

らでも納付回数をふやし、期日内納付につながるように

していただきたいと思いますが、御見解をお伺いいたし

ます。 

2項目目、納付窓口の拡大についてお伺いいたします。 

市民にとっては、お金を預けたり、引き出したり、払

い込みしたりするとき、それが地方銀行、信用金庫とい

った金融機関であるのか、郵便局であるのか、その間の

機能についての区別はなく、市民にとっては、ともにお

金を扱ってくれるところと理解をしているのが現状です。 

本市では、市税の納付場所は指定金融機関、収納代理

機関に指定された金融機関は、窓口納付・口座振替両方

とも可能ですが、郵便局では、口座振替は可能でも窓口

納付ができがたい現状にあります。 

市内には、普通郵便局、特定郵便局、簡易郵便局、あ

わせて10もの郵便局が市内のそれぞれの地域に分散し、

地域の人が顔見知り、顔なじみの郵便局になっておりま

す。 

市税分割納入では、窓口納付、口座分納、郵便振込、

訪問徴収の中から、郵便振込を選択することができます

が、それ以外は通知書に記載されていないので、窓口納

付ができないと思っておられる方も多く、せっかく郵便

局まで足を延ばしてくれた方にでも、通知書に記載がな

い以上、郵便局の窓口では、お断りするしかできない現

状にあります。 

行政として納税者の納税しやすい機会を拡大すること

も大切な役割だと思います。 

現在、市のホームページで全国の郵便局で納付するこ

とができる旨の周知をされ、市民が連絡をすると郵便振

込用紙を送付する対応をしてくださっておりますが、イ

ンターネットを使用する環境下にない方にも、市の指定

する金融機関のほかに、郵便局でも払い込みできると初

めからわかっていれば、市民にとっても利便性が高く、

市としても収納率の向上にもつながると思いますが、納

税方法の拡大について考えをお伺いいたします。 

また現在は、個々人のライフスタイルが多様化してお

り、コンビニで納税することができるように、検討する

ことについては、どのような課題があるのかお伺いいた

します。 

3 項目目、納付相談におけるプライバシー確保につい

てお伺いいたします。 

納付する意思があっても、日々の生活をやりくりする

のが精いっぱいで、納税のことで相談を受けることがあ

ります。 

その時は納税課や国民年金課の方々には、御相談にの

っていただいており、従前よりも職員の方も親切だし、

親身になったという感謝の声も多く聞くところでありま

す。 

それでも税に関することはわかりづらく、説明内容を

理解するのに時間がかかり、熱くなってくるとどうして

も声が大きくなってしまい、プライベートなことまでま

わりに丸聞こえではずかしかったという思いをされてい

る方や、隣に座った方の相談が聞きたくないのに、聞こ

えてしまうため、自分の相談も同じように聞こえてしま

うと思い、人がひけるまで、躊躇される方もおります。 

相談に来る市民は、市の職員だと思うからプライベー
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トなことも話はするけれども、場所によっては人の目が

気になり、ついついそれがいやで、話しやすい訪問徴収

を選択してしまう傾向もあるようです。 

金銭の相談のことは、メンタルな部分があるので、経

済事情に配慮した相談体制が必要と考えますが、御見解

をお伺いいたします。 

また、最近冬期間、仕事が切れる間、社会保険が切れ

るので、国保を支払っているが、以下の中から、国民健

康保険税等の社保の申告ができることを知らなくて、せ

っかくのサービスを受けていない市民の方もおります。 

市民からは、納付が遅れるとすぐ催促状が送られてく

るが、還付に関しても、丁寧に教えていただきたいとの

お声を聞くことがあり、適正課税のわかりやすい環境づ

くりが必要と考えますが、御見解をお伺いいたします。 

2 件目、障がい者控除対象者についてお伺いいたしま

す。障がい者控除対象者認定書市民周知についてであり

ます。 

市民から要介護に認定されたら、所得税と市民税の障

がい者控除の対象になると聞いた、と言われました。調

べてみますと、身体障がい者手帳をお持ちでない65歳以

上の方で、身体の障害又は認知症の状態が、障がい者に

準ずるものとして、市長の認定を受けている方の場合は、

障がい者控除の対象になり、市町村によって認定基準が

まちまちでありました。 

あるまちでは、要支援は該当しませんが、別のまちで

は該当し、要介護3を特別障がい者控除対象者としてい

るまちもあれば、障がい者控除対象者としているまちも

あります。 

他にも鹿児島県霧島市のように障害者控除対象者要綱

を改正し、介護保険における要介護認定者で、障がい者

手帳を所持していない対象者全員に、認定を交付したま

ちもあれば、要介護1から要介護2の方を障がい者、要

介護3から要介護5の方を特別障がい者と認定した上で、

確定申告が始まる前に障がい者控除対象者認定書を発行

し、要介護認定者に郵送しているまちもあります。 

これにより、障がい者控除対象者で、認定書の交付を

受け、申請される方は、所得税が27 万円、住民税が26

万円控除され、特別障がい者控除対象者の方は、所得税

が40万円、住民税が30万円控除されることになります。 

また、配偶者扶養控除は、所得税は通常38万円ですが、

同居特別障害者は、35万円が加算され73 万円、住民税

が通常33万円から23万円加算さ56万円。 

70 歳以上の方は、さらに10 万円が上乗せされケース

によっては5年間さかのぼることもできます。 

介護や納税に関しては、いまとても深刻で市民税が課

税か非課税かで市民生活に及ぼす影響も大きく、介護す

る親を抱えながら会社を切り盛りされている方々への負

担軽減につながる可能性もあると考えます。 

現在富良野市では、広報ふらの1月号で確定申告前に

認定申告について掲載されているとお聞きしますが、本

人または扶養者が、確定申告をする必要のない方、また

は障がい者手帳の交付を受けている方は不必要ですが、

障がい者控除を受けられるのは、障がい者手帳を持って

おられる方だけだと思い込み、制度自体を知らない方も

多いと考えます。 

私も1月号の広報を持参し、介護サービスを利用して

おられる世帯に、制度のことを知っておられるかお伺い

したところ、知らなかった、どんな制度なのと内容を聞

かれる方が多く、制度の説明や御案内を介護保険申請や

通知時などの機会を活用したり、ホームページやラジオ

広報などの媒体を通じて、周知することも重要と考えま

す。 

そこで障がい者控除認定制度がある本市の制度利用機

会の公平についてお伺いいたします。 

1 点目、富良野市における要介護認定者で、障がい者

手帳をお持ちでない方に対する障がい者控除の範囲、考

え方についてお伺いいたします。 

2 点目、障がい者控除対象者認定書交付の状況は、ど

のようになっているのでしょうか。また対応や周知は、

どのようにされているのか。取り組み方法についてお伺

いいたします。 

3 件目、農作業安全運動（ＭＭＨ運動）の普及啓発に

ついてお伺いいたします。 

北海道は、愛知県と並んで全国交通事故死亡事故トップ

を争っており、北海道では農業機械の絡む交通事故を撲

滅しようと平成 18 年からＭＭＨ運動に取り組んでおら

れます。 

農業新聞の記事を目にするまでは、私も耳にしたこと

がなく、農家の方々に聞いてみたところ、あまり知られ

ておらず、ＪＡでお伺いすると、マナーのＭ、マークの

Ｍ、保険のＨの頭文字を取り、マナー、ルールを守る。 

マーク印をつける。 

労災保険などの加入を目標とする農作業安全運動のこ

とで、北海道やＪＡ、また農機具メーカーなど約17の農

業組織、企業による北海道農作業安全推進本部が主体と

なり、ＪＡでは反射テープや冊子配布などの活動をした

り、農業改良普及センター富良野支所では、21年春号発

行の営農普及情報で、農作業安全（ＭＭＨ）運動をみん

なで取り組もうと掲載し、会合の都度、事故防止の話を

されております。 

この北海道農作業安全運動推進本部が発表した道内に

おける平成21年度農作業事故総件数は、2,601件で前年

に比べ83件3.3％増加し、過去10年で最多になったと

されております。 

近年、農作業での事故が増加傾向にあると指摘されて

おりますが、本市の農作業事故の実態は、どのように推
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移をされているのでしょうか。 

昨年3月閣議決定された政府の食料農業農村基本計画

では、農作業安全対策の推進を掲げており、農作業事故

問題が基本計画に項目を立てて位置づけられたのは初め

てのことで、平成21年度農業白書においても、農作業事

故の実態について初めて踏み込んで表記をされました。 

言うまでもなく農業は、高齢化が進展している分野で

あり、政府はもとより地方自治体や関連機関・団体と共

通の認識で、地域ぐるみで安全意識を高めるなどの運動

が求められていると思います。 

人の命を育むことに直結する食料生産に携わり、富良

野市の基幹産業を担ってくれる農家さんの農作業事故の

未然防止のために、市はこれまでどのような取り組みを

講じられ、今後どのように取り組みをされようとしてい

るのかお伺いいたします。 

不幸にも日本全国のどこかで、1日平均1人以上の農

業者が農作業事故で死亡し、百数十人が負傷すると言わ

れている昨今、事故を防止するのと同時に万が一事故が

起きた場合に備えて、労災保険の加入促進に努めており

ます。 

労災保険は本来、労働者が業務上の災害により、負傷・

疾病・障がい・死亡などに対して、国が運営主体となっ

て、保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方でも特

別加入制度があるので、農業従事者は加入できるように

なっております。 

これには、特定農作業従業員・指定農業機械作業従業

員・中小事業者の方が対象で、常時5人以上雇っている

場合、または法人の場合は、強制加入が義務づけられ、

常時5人未満の場合は任意加入ですが、農業者本人が特

別加入している場合やアルバイトやパートの方の過半数

が希望する場合は、強制加入になるとされております。 

本市の農業者の労災保険への加入状況は、どのように

なっているのでしょうか。また、農業関係団体と連携し

た労災保険の普及啓発について御見解をお伺いいたしま

す。 

以上、1回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁を願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

大栗議員の御質問にお答えをいたします。 

1 件目の納税・徴収方法の多様化・拡大についての 1

点目、国民健康保険税、固定資産税、市民税の納付回数

についてでありますが、市民税並びに固定資産税納付回

数は、地方税法320条及び362条において、4回を基本

とし特別な需要がある場合については、納期回数の増減

ができるものとされているところであります。 

富良野市では、過去より市民税6月納期については6

月、8月、10月、固定資産税5月、9月、11月の納期回

数を納期月の重複を避けるため3回としておりますが、

納税相談を受けた際には、分納誓約により納付回数をふ

やす臨機応変な対応を行っているところでございます。 

また、納税者への奨励による高い口座振替率が収納率

向上へ寄与しているものと考えているところであります。 

しかしながら、経済状況が不況による状況の中で、納

税義務者の税負担を考慮し、納期1回当たりの納付額の

縮減を行うために、市民税並びに固定資産税の納付回数

につきましては検討をしてまいりたいと、このように考

えているとこであります。 

次に国民健康保険税の納付回数につきましては、国保

税の増加状況により平成4年度に5回から8回、納期が

7月から翌年の2月に変更をいたしました。 

納付回数につきましては、現在の滞納状況をかんがみ

ながら検討してまいりたいと、このように考えていると

ころでございます。 

次に2点目の納付窓口の拡大についての郵便局におけ

る通常納付書の使用についてであります。 

これまで銀行においては必要としない納付手数料が郵

便局では発生するため、収納代理金融機関の指定はして

おりませんが、しかしながら納税者から、富良野市内の

郵便局での納付希望の連絡があった場合には、個別に郵

便局用の振込用紙を郵送しているところでございます。 

今後におきましても、通常納付書への説明記載等によ

り、この納付方法の周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

次に、コンビニ収納導入の課題と見解でありますが、

富良野市市税等収納対策プロジェクト会議での検討にお

きましては、各収納担当部署のシステム改修にかかる経

費が約1,500万円。または取り扱い手数料も納付１件当

たり、50円から60 円発生することによる費用対効果の

課題。 

富良野市においては口座振替の奨励を行い、口座振替

率が全道でトップクラスにある状況、納付可能な金融機

関等が市内に13カ所あることを総合的に勘案し、コンビ

ニ収納の導入につきましては、現在のところ考えており

ません。 

次に3点目の納付相談におけるプライバシー確保につ

いてでありますが、とりわけ相談のため、税務課に見え

られた方への対応につきましては、十分な配慮が必要で

あると認識をいたしているところであります。 

これまでも状況に応じて、相談業務を行っているとこ

ろでございますが、今後は職員が納税者宅へ訪問を行う

などサービスの向上に努めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

次に2件目の障がい者控除対象者についての障がい者

控除対象者の認定書の市民周知についてお答えをいたし

ます。 
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障がい者控除にかかわる認定に関しましては、昭和45

年の社会局長通知により、所得税法による扶養控除及び

障がい者控除の対象となるものの範囲が定められており、

認定の取り扱いを行っているところであります。 

認定につきましては、精神または身体に障がいのある

65 歳以上の障がい者手帳の交付を受けていない方が対

象となり、障がい認定に準じて認定することとなってお

ります。 

この場合の認定に当たっては、平成3年の大臣官房老

人福祉部長通知において示されている障がい老人の日常

生活自立度判定基準に基づき、対象者の実態調査等を行

うことにより確認をし、要件に該当するときは認定する

ものとしております。 

対象者の実態調査に関しましては、介護保険法におけ

る要介護認定もしくは、保健福祉サービスに係る実態調

査によって把握できる場合にあっては、実態調査に代え

て認定をしているところでございます。 

介護保険における要介護認定者の障がい認定でござい

ますが、要介護5及び要介護4を特別障がい者に準ずる

ものとし、要介護1から要介護3を障害者に準ずる者と

して認定をしております。 

次に、障がい者控除対象者への認定書の交付状況でご

ざいますが、平成20年度は34件、平成21年度は21件、

平成22年度は現時点で14件となっておるところでござ

います。 

また、制度の周知に関しましては、現在取り組んでお

りますので、広報ふらのへの掲載に加え、市ホームペー

ジへの掲載、ラジオふらのや要介護認定の申請や決定通

知の際においても、周知をしていくよう対応してまいり

たいと考えております。 

3 件目の農作業安全運動の普及啓発についてでありま

すが、農作業事故は怪我をした本人はもちろんのこと、

家族の心労や負担も大きなものがございます。 

農家経営にも大きな影響を与えてしまうことから、農

作業による事故に遭わないよう、いつもやっているとの

慣れや油断をすることなく、安全点検を徹底することが

重要であると認識をいたしているところでございます。 

市内における農作業事故の発生状況といたしましては、

平成19年度に17件、平成20年度に18件、平成21年度

には29件と増加傾向にありましたが、平成22年度は2

月末現在で、14件と減少している状況でございます。 

農作業事故の内訳といたしましては、農業機械を整備

中の事故やハウス作業、牛舎清掃作業中の事故などが多

い傾向にございます。 

これまで富良野地区営農推進協議会を通じて、農業改

良普及センターからの営農普及情報のFAX送信や市とし

てのパンフレットの配布、ポスターの掲示、アグリサポ

ートによる農作業事故防止の啓発を行ってきたほか、各

種会議、研修会においても、注意喚起を促してきたとこ

ろでございます。 

労災の加入状況につきましては、農家戸数734戸のう

ち5割に当たる373戸930名が加入をしている状況にご

ざいます。 

平成22年度の農作業事故14件につきましては、14件

すべてが労災保険に加入しているとお聞きをしていると

ころでございます。 

今後の取り組みといたしましては、農林水産省が3月

から5月までの3カ月間を重点期間として位置づけ、乗

用型トラクターの転落、転倒事故防止と万一の事故に備

えた労災保険の加入促進を重点事項として、2011春の農

作業安全確認運動を展開することとなっており、安全意

識を高めるため、無事に家に帰るようカエルのイラスト

をつけたステッカーを農機具メーカーや農協を通じて農

家に配布することになっているところでございます。 

市といたしましては、関係機関団体と連携をしながら、

広報やホームページ、アグリサポートなどを通して農作

業事故防止、安全確認運動の周知を図ってまいりたいと、

このように考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

4番大栗民江君。 

○4番（大栗民江君） まず1件目、納税・徴収方法の

多様化・拡大について質問してまいりたいと思います。 

いま御答弁の中で市民税及び固定資産税においては、

検討をするというそういう前向きな御答弁をいただいた

ところでございます。 

その中で納付相談におけるプライバシー確保なんです

けども、今後は訪問のサービスの向上に努めていきたい

と、こういう答弁でございましたけれども、市民がです

ね一番訪れるのが1階のフロアであると思っております。 

2階、3階というのは業者の方がいらっしゃるんですけ

れども、1 階のフロアというのが本当に市民の方々が訪

れるところが多くて、座っていろんな思いをされていら

っしゃる方もいるものですから、そういう中でパソコン

1 階のフロアの中でパーテーションというのですか、が

ちっとしたお部屋でなくてもそういうようなプライバシ

ーを確保できるような、そういう取り組みというのが職

員が訪問に行く前にそういう形というのはどのようにお

考えなのか、検討はなかったのかお伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

総務部長古東英彦君。 

○総務部長（古東英彦君） 大栗議員の再質問にお答え

をさせていただきます。 

納税相談におきますプライバシーの確保という点での

御質問でございますけれども、現在市民が窓口にお越し
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で税務相談等を行う際につきましてはですね、市民のプ

ライバシーを1番に考えまして、相談を受けている状況

でございます。必要であれば1階のですね相談室もしく

は会議室等を使いまして、詳しい相談を受けている状況

でございます。 

相談につきましては、プライバシーの保護とそれから

確保ということが1番重要という点を常々職員が持って

おりながら、納税相談を行っているわけでございますけ

れども、現在の税務課の1階のスペースにつきましては、

過去に改修等を行った状況の中で大変事務スペースが狭

く狭隘になっております。 

その中で機械類も相当設置している状況の中でですね、

現在のところは事務スペースの中に相談スペースが設け

られないような状況でございますけれども、今後につき

ましてはですね、その辺のスペース確保もを含めてです

ね、可能な限りの部分で検討さしていただきたいと現在

のところは考えている状況でございます。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

4番大栗民江君。 

○4番（大栗民江君） ではよろしくお願いいたします。 

市民の方からはですね、本当に空き放たれた市役所とい

いますか、ローカウンターになっておりまして、相談に

訪れる方がですね、あそこの前に座って御相談をされる

ときに、姿勢を悪くしてといいますか、足を横にしなけ

ればいけないとか、さまざまに市民の方が工夫をされて

相談されているということもありますので、今後におき

ましては、そういうことも考えていただきながら、検討

していただきたいと、それは要望にとどめておきます。 

次に障がい者控除対象者の認定書の市民周知について

は、今後周知をしていきたいという御答弁をいただきま

した。 

人によっては、さかのぼって申請をされる方もいるの

ではないかなと思うんですけども、市においてはさかの

ぼっての認定書というのは発行していただけるのかどう

なのかお伺いをいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 大栗議員の再質問にお

答えいたします。 

障がい者控除の対象者認定書のさかのぼっての発行は

可能かということでございますけれども、税務申告の中

では修正という部分については5年間さかのぼることが

可能となっております。 

したがいまして、このさかのぼった中でその人の状態

が過去5年にさかのぼった中で調査がいわゆる判明でき

るといいますか、そういったことがわかる範囲ではさか

のぼることは可能だと思います。 

介護認定は5年前から受けているですとか、その状態で

あれば記録は過去にさかのぼってございますので、そう

いった部分では可能だというふうに解釈しております。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

4番大栗民江君。 

○4番（大栗民江君） はい、了解いたしました。 

続きましてＭＭＨ運動の方に移ってまいりたいと思い

ます。いまの御答弁の中でさまざまな団体といろんな形

を協議しながら、安全運動の周知を図ってまいりたいと、

こういう御答弁をいただいた中で、本当に富良野の基幹

産業を担ってくださる農家さん、女性の従事者が見てい

きているという中では、これは地域あげて同じ共通認識

の中で、進んでいっていただきたいという思いの中で質

問させていただいたわけであります。 

その中で労災保険におきましても、労災保険は地域間

においてバラツキっていうかそういう格差があるのかな

と思っているところでありますが、富良野地域間を富良

野、山部支所、東山支所を分けて、その中でわかるもの

なのでしょうかお伺いをしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 答弁調整のため暫時休憩いたしま

す。 

─────────────── 

午前11時54分 休憩 

午前11時56分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

休憩前の議事を続行いたします。 

休憩前の大栗民江君の質問でございますけれども、趣

旨を明確にして再度御質問いただきます。 

4番大栗民江君。 

○4 番（大栗民江君） 富良野と山部と東山、私が質問

するに当たって、ＪＡの方にお伺いをして実際に聞いて

きた調べてきた数がございます。 

その中でちょっと今回、答弁と数が違ったものですか

ら、全体的な数が富良野市としてはどのようにとらえて

いるのかっていうことをお伺いしたかったのと、あと地

域によって温度差があるということの中では、例えばで

すね去年の夏はすごく暑くてですね、ハウスの中で出面

さんに行かれている方ですとか、いろんな方々も労災が

きいたですとか、例えばこういう作業で行った方はきか

なかったとか、出面さんにおいてもいろいろ違う方がい

らっしゃいました。 

そういう中で労災保険のこの地域間の温度差っていう

のか、こういうものをどういうふうに普及啓発をされて

いかれるのかお伺いをしようと思ったわけでございます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 
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○市長（能登芳昭君） 大栗さんの再質問にお答えさし

ていただきます。 

いまの御質問ですね、行政に対しての質問ということ

ではですね、御答弁ができないんです。 

事業主体がですね、労災ということであれば、事業主

体は恐らく農業協同組合かそれに類する団体が掛けてい

るわけですから、その実態というのはこの機会にですね、

御質問を受けても行政からお聞きをするというのもちょ

っとですね、課題があるのかなと、そういう感じござい

ますのでいまの御質問に対して大変恐縮でございますけ

ども、後ほど大栗さんの方からそれぞれ労災の加入して

いる事業主体にですね、お聞きをしていただきたいと、

このようにお願いをいたします。 

○議長（北猛俊君） 続けて質問ございますか。 

4番大栗民江君。 

○4 番（大栗民江君） とにかくこの質問したのは、い

ろんなことを追求しようという思いではなくてですね、

富良野の農業の人の生命をはぐくむという、そういう食

糧をつくるというそういうところに一生懸命取り組んで

くださっている農家さん、あるいは富良野の基幹産業で

ある農家さん、そういう方々をもっと地域ぐるみで守っ

ていきたい、またいろんな形の運動が広がっているとい

う中では、危険予知運動を起こしたりですとか、さまざ

まな標語、さまざまな各地域によっていろんな取り組み

されているところもございます。 

そういう中で何としても何とか安全に少しでも未然防

止の中で取り組みが広がっていっていただきたいという

思いの中での質問でございますので、別に農家さんを攻

めようとか、そういう形ではございませんので、そこの

点は御理解いただきたいと思います。 

それに関しまして、注意してと農家さんだけに言うの

ではなくてですね、みんなで守っていこうという思いの

中で質問したわけでございますけれども、ちょっと最後

また御答弁いただけるのであれば、全体的なそういう中

でお願いしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） ここで午後1時まで休憩いたしま

す。 

─────────────── 

午前12時00分 休憩 

午後 1時00分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 午前中に引き続き会議を開きます。 

午前中の大栗民江君の質問に御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 大栗議員の御質問にお答え

いたします。 

先ほど市長の答弁にもありましたとおり、農作業事故

につきましては、御本人はもとより家族に対しましても

大きな影響があるものと認識しておりまして、今後とも

農作業事故の未然防止に向けまして、富良野地区営農推

進協議会を通じ各関係機関・団体と連携をしまして、農

作業事故の防止、啓発、安全確認運動の周知を図ってま

いりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で大栗民江君の質問は終了い

たしました。 

次に、宮田均君の質問を行います。 

2番宮田均君。 

○2番（宮田均君） -登壇- 

通告に従いまして、順次質問させていただきます。 

移住対策について。 

富良野市の今後の人口推計では平成 47 年には、約 1

万7,200人にまで減少すると推計でございます。高齢化

率も現在の約 26％から約 39％に増加すると推定されて

おります。 

地域コミュニティ、農業従事者の高齢化、商店街後継

者、さまざまな分野で活動する、あるいは高齢化を支え

る人材、市民活動や経済活動の低下などが考えられます。 

富良野では移住定住対策を目的に、移住相談ワンスト

ップ窓口、富良野市住まいの情報バンク、お試し暮らし

住宅など官民協働の富良野市移住促進協議会などで貸与

していることは、評価するところですが、他都市の移住

相談と異なる点では、道外相談者が57％と、そして年齢

別では20代から40代までの相談が同じく57％を占めて

いるとお聞きいたします。 

若い方の移住相談は、高齢化社会に向かう上でも大変

貴重なことであり、富良野市でも親身な具体的な一層の

取り組みが必要と思いますが、移住対策についてお伺い

いたします。 

現在の移住対策への取り組みと対応についてお伺いい

たします。 

2 点目、移住相談で市庁舎に訪れた際、現在は2階企

画室入り口に表示がありますが、わかりにくく、1 階に

も案内板を掲示し、ネット上でも相談窓口の所在を明確

にする必要があると思いますが、この点についてお伺い

いたします。 

続いてI・J・Uターンなど富良野に移住した人たちの

声をどのように聞いているのか。実感した現状やギャッ

プ、新たな発想を大きくことにより、今後の移住対策や

まちづくりに反映できるのではないか。 

この点についてお伺いいたします。 

続いて移住者のネットワークづくりについてお伺いし

ます。 

移住定住された方のネットワークをつくることにより、
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移住対策、市の総合的な行政のあり方など活かせるよう

にすべきではないでしょうか。この点についてお伺いい

たします。 

最後、今後の取り組む方向性についてお伺いいたしま

す。続いて雇用拡大についてお聞きいたします。 

新卒高校生あるいはさきの質問にもあったI・J・Uタ

ーン、その他田舎暮らし希望移住者など、富良野に住ん

でいたい富良野に住みたい人の雇用と住宅を確保するこ

とは、重要な課題であると認識するところですが、本市

では観光関連産業分野において、重点的に雇用対策を進

めていますが、国の事業、道の事業などこの3月で期限

が切れる施策も多く、季節偏差が大きい観光関連分野に

おいても通年雇用に結びつきにくい現状があり、小規模

な起業家支援策など今後の総合的官民一体となった役割

分担、そして雇用の場創出への取り組みが必要と思いま

すが、3点について質問させていただきます。 

ふらの農協が誘致しましたポテトチップ工場が南富良

野町に建設されましたが、現在130名の雇用があるとお

聞きするところです。南富良野町に建設決定するまでの

経緯についてお伺いいたします。 

2 点目、農業、観光、その他閑散期対策、新規就農な

ど雇用拡大に向けた市長の考え方についてお伺いいたし

ます。 

3 点目、新規参入農業者含めて今後の雇用拡大に向け

た具体的な考えをお聞きいたします。 

最後に駅前再開発について、お伺いいたします。 

何度もお聞きしていますが、駅前再開発の検証と点検と

課題について質問させていただきます。 

1 点目は、駅周辺に駐車場が日常的に見ていると不足

していると思います。 

ふらっと利用者、商業施設利用者、駅・バス利用者、

観光客、駐車スペースが、足りない。 

タクシープールなどの利用、駅東側え駐車場もいつも

いつも満杯であり、駐車場のスペースがなければ、駅東

側に駐車場、車寄せなど確保できないものなのかお伺い

します。 

2 点目、駅前の緑化について市長の考えをお聞きしま

す。市長自身、駅前に降り立った観光客がどのように駅

前を感じているのか。市長もバスターミナル近くの半円

形の未使用の分の花壇化、緑化、全体的な緑化をどう考

えているのか。老朽化した公園噴水をなくし、ふらのら

しい観光客ものんびりできる観光案内所などをつくって

はどうか。駅前緑化の市長の考え方についてお伺いしま

す。 

3点目、ふらのバス待合所を横断する人はいまだ多く、

バスターミナルに入る前のバスが道路にバスを駐車して

いると視界も悪く、すれ違う車も歩行者も危険でありま

す。横断歩道問題は、設置はどうなったのかお伺いして

1回目の質問とします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

宮田議員の御質問にお答えをいたします。 

1 件目の移住対策についての1点目、移住対策の現状

についてであります。 

移住対策につきましては、平成17年度に企画振興課内

に移住相談ワンストップ窓口を開設いたしまして、移住

に関する相談業務を実施しており、その相談件数も年々

増加をしており、平成17年度の21件から平成21年度に

は150件もの相談がございました。本年度もさらに増加

をしている状況にございます。 

また、相談内容では住宅に関する相談が最も多く、就

労先に関すること、医療機関や冬の生活に関することな

ど、多岐にわたり相談を受けているところであります。 

また、首都圏居住者へのプロモーション活動として、

北海道移住フェアに参加をし、本市での生活に関するＰ

Ｒと本市への移住相談を実施しており、本年度は大阪、

名古屋、東京の3カ所において、延べ84組の方から本市

の生活環境や賃貸物件、就労先などの相談を受け、その

後引き続き7組の方と相談を継続しているところでござ

います。 

移住希望者に本市での生活を体験してもらうために、

平成21年度に設置いたしましたお試し暮らし住宅では、

現在では20組31名の方の利用があり、2組2名の方が

体験後に本市に移住されているところであります。 

また、平成21年6月に設立された富良野市移住促進協

議会では、民間事業所と行政が連携しながら、ホームペ

ージによる移住情報の提供や富良野へ移住した方々の移

住事例集の作成など行うなど、移住の促進に取り組んで

いるところであります。 

これらの取り組みの結果、移住相談ワンストップ窓口

を利用された完全移住した方々は、平成17年度の窓口開

設以来、現在までに36組75名となっているところであ

ります。 

現在、移住相談ワンストップ窓口につきましては、市

ホームページに移住相談の総合窓口として案内するとと

もに、市内各所に移住ポスターを掲示しており、また市

役所企画振興課の事務室入り口には相談窓口であること

を表示しておりますが、今後とも移住相談者がわかりや

すい場所に表示をするなど工夫をしていきたいと考えて

いるとこであります。 

2 点目の移住定住者の声の聴取についてでありますが、

移住を促進する上で移住希望者が抱く都市部と地方都市

との生活環境に関する不安やギャップを解消し、地方都

市のイメージを改善させ、安心して移住することができ

る情報の提供が重要でございます。 
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そのためには、移住先駆者の意見などを参考に事業を進

める必要性があると認識をいたしております。 

このため、広報ふらのの平成19年5月より本年3月で

47回の「人、富良野に移る」と題して、本市への移住者

の方々の体験談を毎月掲載をし、その思いを市民に幅広

く伝えるとともに、収録版を作成し、体験者の事例とし

て移住希望者への情報提供に活用しているところでござ

います。 

また、富良野市移住促進協議会のホームページにおい

ては、ブログを立ち上げ、本市の近況を書き込み、情報

を発信するとともに、その中で移住希望者や移住者が自

由に書き込みし、意見交換ができる場として活用されて

おります。 

さらにブログに参加された方々が実際に集まり、情報

交換会も行われてきているところでございます。 

また、同協議会では本年度新たに移住先駆者のインタ

ビューを掲載した移住情報誌「富良野の生活様式」を製

作し、移住先駆者が感じた生活環境の変化などについて

の情報提供に向け、移住相談者への配付や首都圏ＰＲ活

動での活用を計画しているところであります。 

また本年2月8日には、協議会主催で移住者の受け入

れと地域活性化についてをテーマに、移住促進フォーラ

ムが開催されたところであります。 

フォーラムには72名の参加があり、移住者として参加

した方から、移住者同士の意見交換ができる場所を提供

してほしいなどの意見もいただいているところでありま

す。 

移住者のネットワークづくりについては、移住者の間

ではそれぞれグループとなり、情報交換がされている状

況にあり、新たに移住者が中心となり、移住者同士の情

報交換を目指すネットワークづくりが進められており、

それら団体と連携をしながら移住の促進を進めてまいり

ます。 

まちづくりを進める上で、視点を変えて外から見た意

見も大切であり、今後も移住者からの意見をいただきな

がら、移住対策事業の充実と推進を図ってまいりたいと

考えているところであります。 

3 点目の今後の取り組みについてでありますが、本市

への移住を促進するためには、移住希望者が求めるニー

ズに対応した的確な情報の提供を行い、より多くの方に

実際に本市での生活を体験していただき、都市部との生

活環境の違いや本市の魅力を感じてもらうことが重要で

あります。 

そのため現在行っている弥生町1戸、東山地区2戸の

お試し暮らし住宅に加え、新たに山部地区にも1戸整備

して、移住希望者のニーズにこたえていきたいと考えて

おります。 

また、移住形態としては、完全移住農家、二地域居住

やシーズン指定を望まれる方も多く、それらのニーズに

対応した住宅情報が必要となっております。 

地域には、未利用となっている空き家も散見している

とことから、現状の調査を進め移住者の受け入れに向け

た生活を検討したいと考えております。 

人口の減少と少子高齢化が進む中で、移住者の促進は、

地域の活力を高める上からも極めて有効な施策であり、

今後とも行政と地域住民、民間事業者が連携協力したオ

ール富良野での取り組みとして進めていくことが必要で

あると認識をしているところであります。 

2 件目の雇用拡大についての雇用課題に向けての考え

方と今後の取り組みについて、ふらの農協が南富良野町

にポテトチップ工場を建設した経過につきましては、市

においては、お聞きをしておりません。 

次に、観光農業の課題に対応し雇用拡大につながる具

体的な策についてでありますが、富良野市の雇用確保の

基本姿勢としましては、地域資源や富良野ブランドを活

かした企業誘致を中心に進めていくべきであると考えて

おります。 

現在、企業振興促進条例に基づく助成により、工場等

の新増設、雇用拡大を助長するとともに、工場等誘致特

別措置条例に基づく支援により、地域資源関連産業等の

集積のための企業誘致に努め、新産業の創設を図るため

の調査に取り組んでいく予定であります。 

一方、農業における担い手の確保につきましては、農

家戸数の減少、農業労働力の減少が進む中、平成23年度

から担い手対策の体系化に取り組むこととしており、現

段階では農業の担い手を経営的担い手、労働的担い手、

家族的担い手の三つに分類をして、整理をしていきたい

と考えております。 

まず、経営的担い手といたしましては、経営者をはじ

め、後継者、第三者継承を含む農外からの新規参入、法

人化、企業参入などを想定しているところであります。

また、労働的担い手といたしましては、農作業ヘルパー

や農作業受託組織、援農ボランティアなど、さらに家族

的担い手としてアグリパートナーや子供たちを想定して

いるところであります。 

これら農業にかかわる担い手を体系化する中で、担い

手の現状と課題、必要な対策・施策の重点化などを整備

し、順次、対策を講じてまいりたいと考えております。 

3 件目の駅前再開発について、駅前開発の点検と課題

についての御質問にお答えをいたします。 

平成19年に新しく生まれ変わった駅前広場は、北の国

からの放映からラベンダー観光に訪れる車両の増加によ

り、混雑・渋滞する駅前広場の拡張と公共交通機関の安

定運営及び利用者の安全乗降目的に平成 11 年に駅前広

場利用実態調査、車両出入り方向別通過交通調査を実施

をし、平成12年から北海道、北海道公安委員会、ＪＲ北
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海道など関係機関との協議を重ね、夏期観光シーズンに

対応した施設整備として、当時の利用実態調査をもとに

将来予測値を加え、駅前広場面積が算定されているもの

でありまして、車社会に移行し根室本線鉄道利用客数が

減少する傾向の中で、上部機関との協議は、一般駐車台

数はもとより、バスベイ、タクシーベイ数の見直し案に

対して、厳しい指摘を受けたところでありますが、観光

ピーク時には通常の5倍という異常な過密状態を説明を

し、一般駐車場台数は、身障者用2台分を含め25台、バ

スベイは4カ所、タクシー待機台数は12台として承認を

され、平成14年には都市計画を決定、平成19年12月よ

り供用が開始されたところであります。 

こうした経過を踏まえ、現在の利用状況も含め、その

対応は補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律な

どによって規制をされておりますので、御理解をいただ

きたいと考えておるところであります。 

また、都市間高速バス発着点の集約による駐車場利用

者も増加していると考えているところですが、限られた

駐車台数の中で効果的に利用できるように、例えば、長

時間駐車をさせている利用者に向けて、理解と御協力へ

の周知を図っていくしかないと、考えております。 

次に、駅前広場の緑化についての考えでありますが、

昨年の第1回定例会と第3回定例会においても御答弁さ

せていただいておりますように、地域の理解と活動を通

じ、少しずつでありますが緑化環境整備を図り、地域と

ともに育てていきたいと考えているところでありまして、

早急に広場内での食事は無理としても、いまはまだ細い

朝日通り街路樹、オオバボダイジュや駅前ふれあいパー

クのトチの木が、大きく成長し緑の枝葉が生い茂ると、

北の峰の山並みに緑樹と景観は変化するものと考えてい

るところであります。 

次に、歩行者の朝日通り斜め横断についてであります

が、近道として横断されている学生やお年寄りを目にい

たしますが、こうした行動は大変危険な行動であります。 

駅前広場に限らず、歩行者・ドライバーの皆様には、交

通のルールの遵守と交通安全についての啓蒙に努めてま

いりたいと考えているところでございます。 

以上であります。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 大変、市長もこの移住対策につい

ては必要だという意気込みが感じられた答弁だというふ

うに思っております。 

いまのやられているですね、市の移住相談の対応など

もわかりやすく説明していただいたと思っておりますが、

その中で1点質問させていだきます。 

移住相談ワンストップ窓口、要するに2階のですね企

画振興課の事務室入り口にですね、掲示があるんですけ

ども、役所を訪れた方が私は1階部分にも案内表示が必

要だと思いますが、この点についてお聞きしたいと思い

ます。 

やはり市役所を訪れる方もどこだと人に聞けばいいで

しょうけども、その前に2階にあるというのが、わかり

やすく入ってきたら、サービス業だったら、それぐらい

はしてもいいのかなと思います。 

その点についてお伺いします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問にお答えを申

し上げます。 

御質問の中に答弁として、1 回目お話しさしていただ

いたわけでございますけども、私もいま、富良野市役所

の正面玄関から入ってきて、役所もご指摘のとおりサー

ビス業ですから、窓口ばかりでなく、正面に何とかワン

ストップの窓口ということで、少し大きめのですね、掲

示をして、御案内を申し上げる体制づくりをしたいとこ

のように考えているとこでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 続きましてですね、内容の中でで

すね、いままでお試し暮らし住宅、これをですね3戸、

利用料も上がり、2組2名の方が富良野に移住されてき

たというようなことで聞いておりますが、どういうふう

にこの2組の方が、住まえるようになったかという検証

というか、ただその中ですね、やはり僕は声を聞くって

いうのが1番大切だと、次のところでも言ってますけど

も非常にですね、実際に2人が住んでくれたというです

ね、そういう理由づけっていうか、お試し住宅がきっか

けになってですね、相談の中でも「職」もそうですけど

も、「住」が一番相談が多いというのも、聞いた答えでご

ざいました。 

これのところは理解するところなんですけども、「住」

が例えばお試しで確保されてですね、富良野に2組2名

の方が住んだという中身、この検証っていうかですね、

話をお聞きして次に伝える、あるいは次の施策にいかす

ことが大切だと思うんですけど、そこら辺の中身につい

て把握されているのかどうか。 

把握されているとしたらどのような内容なのか、教え

ていただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問にお答えいた

します。 

○市長（能登芳昭君） 2 組の方、お試し住宅から永住

していただくような形にあいなったわけでございますけ

ども、私は、そのうちお試し住宅の状況というのは、一
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つはお帰りになる時、あるいは中間で私のところに訪問

をされた方もいらっしゃいます。 

その中で、お話をした中でですね、1 つにはやはりこ

れだけのやっぱり、東山の住宅が例ですけど、景観のあ

るそして地域の人たちの人情味の厚さ、それからお付き

合いをして交流する中でのですね、そういう親しさ、こ

ういうものがですね、定住移住のお試し住宅をしていっ

て、いろんな形の中で御支援をいただいたとそういう地

域の全体としての取り組みが非常に迎え入れるような状

況づくりをつくっていただいたと、こういうことが一つ

あろうかと思います。 

ただ、若い人の状況から申し上げますと、一つは、入

っていただいて、若い人ですから、冬に入る人も結構い

るんです。 

夏分はお年寄り多いんですけども、冬分は夏場働いて

仕事ないために、住宅だけお借りして次の年の準備をし

たいという方もいらっしゃいます。 

ですけど、いま言われた中でですね、2 組の移住され

たという方は、やはり富良野に根ざして商売をやる、あ

るいは観光関連の事業をやると明確にはまだしていませ

んけど、そういう一つの大きな目的を持って、移住され

ていると、このように理解をしているとこでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 雇用の拡大について、先ほどの関

係では、富良野の土地、お試し住宅等に住んだ地域ので

すね人情、あるいはその人柄なんかが非常に、自然含め

てですね、大きいというようなお話うかがったんですけ

ども、そのとおりだなというような方に思うんですけど

も、私は「住」と「職」、「しょく」と言っても食べる「食」

もありますが、職業的な「職」というのが非常に57％の

若いどこが若いというか、20 代から40 代という統計ご

ざいますように、57％の方がお問い合わせいただいてい

る中では、非常に他都市と比べてですね、伊達市なんか

はですね、高齢者の方が移住多くてですね、その後のこ

とを対策を考えるというより若い方が非常に移住されて

る希望相談が多いということですね、非常に素敵なこと

ではないかなと思っているわけですけども、そこら辺の

若い人たちを移住していただくための、他と違った策と

いうのは何か取られているんでしょうか。 

そこら辺についてお伺いします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問にお答えをさ

していただきます。 

若い人の定住に対する職的なものをどう考えているか、

こういう御質問だと思うんですけども私は前段お答えを

さしていただきましたけども、若い人というのはあらか

じめこれをするという目的で富良野へ入ってくるという

人は少ないわけですね。 

現実的に、私は先ほど答弁さしていただきましたけど、

農業に興味を持てるような状況づくりを考える必要性が

あるのかなと。 

それだけ若い人が富良野へ入ってくるということは、

将来、他の職業よりも農業がこれから自分たちの生活の

糧にできるような状況づくりが、富良野にとっても入っ

てくる若い人たちにとってもですね、これからの富良野

というのは大きく、そういう方向にやはり行政も、導い

ていくような状況づくりをすることが、私は肝要でない

かと、このようにいま考えているとこであります。 

ですから、そういう意味からいきますと、若い人がや

はり移住相談においては、そういう導き方をしながら、

その青年の意志をどうくみとってあげるか。こういうこ

ともあわせて検討していく必要性があるのかなと、そん

な感じを強くいたしております。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 最後の移住定住されてる方のネッ

トワークづくりについてはですね、今後進めていくとい

うようなことで理解したいと思います。 

続いてですね、雇用の拡大について、質問させていた

だきたいと思います。雇用の拡大についてはですね、 

私が聞いたのは経緯をポテトチップの工場がですね、経

緯として市の方に話がなくですね、南富良野の方に設立

されたというのはですね、私はですね、富良野市に話が

あったとしたなら、非常に雇用の増大としては、いろん

な話はございますけども有効だったのではないかという

ようなことで考えることですが、大変ですね、市に話が

なかったということですと、これはもう、はじめから勝

敗は決まってたわけですから、何ですけども、富良野市

ではですね中小企業振興条例、あるいは企業振興促進条

例、工場等誘致特別措置条例など制定してですね、やっ

ておりますが、ここら辺の中身の中でですね、次の雇用

というのは、次の大きな企業の何か富良野に誘致するよ

うなお考えがあるのかないのか。 

次の例えば、こういうようないろんな条例の中から新

産業を創出できるような何か、あるいは雇用確保するよ

うなお考えはあるのかないのか、その点についてまず 1

点お聞きします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問にお答えをい

たします。 

企業誘致の関係の御質問かとこのように思うとこであ

ります。現実的に富良野において宮田議員も御承知のと

おり、リーマンショックの関係からもして、大変国際的
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にも、あるいは国内の企業においても、外国にそれぞれ

進出をして、そして利益を上げている企業が、非常に多

い状況になってるわけですね。 

本市においても、この内陸の中で、どういう企業を誘

致するかということになりますと、そう簡単にＩＴ企業

が入ってくるという状況でもございませんし、あるいは

自動車産業的なものも入ってくる可能性は本当にあるの

かどうか。 

こういうこともございますから、本市のいまの状況で、

私は企業誘致については当然これは御質問にあったとお

り、どういう状況にあっても富良野市の中でですね、そ

ういう雇用が確保できる状況づくりをしなければならな

いとは、基本的に考えているとこであります。 

昨年、六花亭が富良野に入ってきて、雇用含めて大体

10名から15名の雇用が確保できたわけですね。100人も

いる、200 人もいるというような雇用確保というのは、

私は将来そういう事業についてはなかなか難しいのでは

ないか。 

いま富良野にある大きな企業の中で、ニチロマルハが、

昔のデイジーから名称を変えてやっている中でですね、

農業に関する企業ということで漁業と農業の、お聞きし

ますと、6割、4割の加工を現在やってるわけですね。で

すから富良野産の農作物をいまニチロマルハでそういう

研究を重ねた状況の中で、連携して、もっと雇用の確保

につなげるような状況づくりができないか、こういった

こともですね、将来展望にあわせてやっておく必要性が

ある。 

もう一つは、新産業おこしということで、いま北海道

大学と環境のかたちの中で、提携をしながら、産学官の

状況づくりをして、研究を重ねるような状況になってお

ります。 

ですからそういう中で、本市の木材を活用した新しい新

エネルギーの開発によって企業おこしが将来できるのか

できないのか。こういうことも将来展望として考えなが

ら、富良野にあったそういう企業おこしの誘致的なもの

を考えていく必要性がある。これが二つ目。 

もう一つは、これは私は、いまお話あった基幹産業の

農業ですから、農業における農業者と企業が、連携する

中で法人化をしていただく。 

生産法人化をした形の中で、進めていくようなことも、

これはやはり、これから富良野にとっても農家戸数を減

らさない、そして農地を守っていく、そういう考え方で

将来やることによって、企業が販路を拡大できるような

状況づくりの企業。 

ことしから一部、そういう状況づくりができる状況に

なってまいりましたから、そういう状況も含めて、こう

いう方法の中で、将来の富良野の企業誘致的なものを考

えていく必要性があるだろうと、このようにいま考えて

ございます。 

○議長（北猛俊君） 続けて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） いまの雇用中で、何か別なものの

新しい、市長の中にですね、雇用の対策があるのかなと

いう形でお聞きしたんですけども、農業のいま話が多か

ったんですけども、雇用の拡大でですね、さきにも述べ

たようにですねこれからは市の制度がですね工場誘致と

かございますけど、小規模な企業の企業化の支援も、こ

れからは必要だというように思うんですけども、その内

需的な特産品をつくったりですね、あるいは料飲店関係、

中の人間、それから外から入ってくる人間についても、

こういうその小規模な起業化の支援がこれから大切なん

ではないかなと思いますけど、その点について何かお考

えございましたらお聞かせください。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再々質問にお答え申

し上げたいと思います。 

富良野においては、商工会議所に加盟しているお店が

だいたい300店ぐらいだと、正確な数字じゃないですけ

どもそのぐらいの方々が加盟をされていると。 

その中で事業を拡大する、あるいは新しい状況づくり

をするということならば、これは商工会議所、あるいは

行政をですね、えて御相談を申し上げながら、その支援

というものをどう構築していくかということは、これか

ら考えていかなきゃならない大きな問題。 

それでいま商圏・商業調査というのをやらせていただ

いております。その調査というのは、いま富良野市外で

ご商売をやっている方が将来どういう位置づけをするの

か。あるいはまた、何年か後にお止めになるのか、ある

いは新しいものをつくり出していくのか。 

こういう調査をあわせてやらせていただくようになっ

ておりますけども、そういう状況を見たときに、きちっ

と何年後にはこういう状況になるということで、あらか

じめ状況づくりができるということになれば、それらを

総合的に市が前もってその対策的なものを考えていかけ

ればならない、あるいは一例あげれば、やめて次にそこ

を売りたいという場合には、調査を終わった段階でそう

いう状況がわかるわけですから、その対応的なものを事

前にやはり調べておく必要性があるのかなと。 

それでないとですね、いま東5条商店街において、名

前は言いませんけども、空き店舗になっているところが

あります。ですから長く何年もああいうふうな状況にす

るということは、決して本人はもちろん、関係について

もあまりに得な策ではないわけですから、そういう実態

調査をした後でその対策というものを講じておく必要性

がある。 
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そういうことが、いま御質問にあった小さいお店でこ

れから雇っていくような状況の中で支援とすることは、

調査をしてその実態に合った状況づくりに支援をしてい

くと、こういうことが望ましい姿でないかといまこのよ

うに考えてるとこでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 次に駅前再開発のことについてお

伺いします。 

御答弁ではですね、駅前再開発、中心市街地再開発を

やってから、簡単に言いますと何年かは手がつけられな

いんだと。 

申請を出してですね、希望どおりにやったにもかかわ

らず、何年、すぐ変えれとは、これはできないよと、い

うような返事に聞き取れましたけども、それではですね、

何年ぐらい、普通の家でしたら建てましたら、何年か後

には、どこが悪かったあそこが悪かったと直すわけなん

ですけども、じゃあ何年ぐらい我慢してですね、市民の

希望の最初の絵と本当に一緒だったのかというのも、疑

問もありますけども、何年そのまま放置しておかないと

だめなのかと。 

少しずつ少しずつと言っていますが、そこら辺をです

ね一点お聞かせください。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問にお答えをさ

していただきたいと思います。 

行政でやはり市だけで単独事業でやってるわけではな

いんですね。関係する北海道、それからＪＲ北海道、そ

れから民間の住んでいる方々の御同意、これらを含めて、

総合的に先ほど御答弁さしている内容で承認を得た結果、

補助金に基づく形で設置をしてきた経過があるわけです

ね。 

いま御質問のいつこれやれるんだと、当然そういう補

助金の導入に当たっての厳しい状況づくりがあったわけ

ですね。それを乗り越えて、現実の状況で補助金を入れ

ながら、現行の状況づくりをしてきたとこういうことな

んです。 

私はいま御質問あった中でですね、駅前の開発を建て

たときに、バス停というものが1番焦点なんですね。乗

る人が一番乗りやすい状況づくりをどうつくっていくか

と、いうことだったと思うんです。ですから、バスに乗

り降りする人たちをどうやるかということを重点的にあ

の駅前の状況づくりをしたということ。 

それから観光客を対応するために、バス以外の乗りも

のとしては、それぞれハイヤーだとか、それらに類する

ものがあるわけでございますけども、現在、いま市民の

方々が乗り降りすることで、私も汽車を利用するときが

時々ございますが、見てますと宮田議員が言うような混

雑で困るような状況には私は、私の見てる範囲ではそう

いう状況は余り少ないんじゃないかと、こういう状況に

お見受けしましたし、もう一つは、横断するにしても、

これ人間の道徳として、決められたとこをきちっと守っ

て渡っていただく。 

そういうことが守られなければすべてここが危ないか

らこういうふうにしなさいと、いうことよりも決められ

た中で、どうやって市民の皆さん方、観光客の皆さん方

が御協力していただけると。 

こういうことがきちっとやはり富良野市民であるなら

ば、観光客に対して指導していただく。こういうことが

私は大切でないかと、このように思うとこであります。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 公共交通の核という面から非常に

そのいまの市長の説明はわかりやすいんですけども、私

は総合的に考えてですね、観光客も使います、その他市

民も使う、商業者も使う。 

というような公共的な公共交通だけじゃなくてですね、

そういう面からちょっとお聞きしたつもりですけども。 

あと何年間我慢しなけりゃいけないんだという中で、最

後横断歩道の関係が出てきてましたので、横断歩道につ

いて現実的にですねいま、勝山酒店の前、相生通りを渡

るところはあそこしか横断歩道がございません。 

朝日通りのカーブを過ぎまして、農協の前にも横断歩

道は設置されていないと思いますが、その点ルールを守

って、啓蒙してということなりますと、すべてが勝山商

店の前の横断歩道を使ってほしいということで理解して

よろしいですか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再々質問にお答えし

ますけども、人というのは道路歩いてて、どこが横断歩

道で例えば仮に駅に行く場合、どこが一番近いところか、

目の悪い人以外、だいたい判断できるわけですね実際に。 

ですから1カ所ここに限定しましたというものの言い方

を私はしてないつもりです。 

ですからそういう活用というのは、各々住民の持って

るもので判断をされて、そして人間として社会ルールと

いうものをきちっと守っていただいて、そしてやること

は、こうやらないと駅前というものは、きちっとそうい

うルールづくりをしてこないと、逆に事故が起きるんで

すね。 

ですから私は、そういう意味で、宮田議員に御理解を

賜りたいというのは、そういう意味で率先して、宮田議

員さんからもですね、いまの現状というものはこういう

現状である、ですから御協力をしていただきたいと、そ
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ういう形をとっていただきたいと、強い要望を私の方か

らお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2番（宮田均君） 強い要望を受け賜りました。 

駐車場の関係なんですけども、見ているところ、利用

している感じではですね、非常に少ないと。足りていな

いという現状ございます。 

この頃は駅前再開発の質問でですね、駅東側というこ

とで入れさせていただきましたけども、駐車場に関して

はですね駅前再開発の裏の部分、いま東側の駐車場、市

の駐車場もですね、協会病院じゃなくてですね、ポッポ

ブリッジに上がる前の駐車場、いつも満杯でございます。 

あそこのですね、やっぱり利用というのはですね、東

側とつなぐ、あるいは駅前に来なくてもあそこで済むと

いう部分では、あそこに駐車場を設置する、あるいは車

寄せを設けるということでは、非常にその駐車場台数の

確保を含めてですね、有効だと思うんですけど、そのよ

うな考えについてもう一度質問させていただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の駐車場に関する御質

問にお答えをさしていただきます。 

私も駐車場については大変心を痛めております。 

私が就任以来、福寿司のところ、それから、バス2台

を駅前に駐車できる体制づくりをさしていただいたわけ

でございますけども、あんなものでは全然、駐車場が整

備されたという状況にはございません。 

私はむしろ、いまの現状をそれぞれ関係するところに、

お話を申し上げて市の駐車場に可能かどうか改めて検討

をしてみたい。このようにいま考えているところであり

ます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で宮田均君の質問は終了いた

しました。 

ここで10分間休憩いたします。 

─────────────── 

午後 1時56分 休憩 

午後 2時05分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

休憩前の議事を続行いたします。 

次に、広瀬寛人君の質問を行います。 

3番広瀬寛人君。 

○3番（広瀬寛人君） -登壇- 

さきの通告に従いまして、順次質問をいたします。 

去る2月に国の三位一体改革に伴う地方自治体の財政

悪化に対処すべく実施された富良野市財政健全化計画は、

平成26年度を計画終期としておりましたが、関係部署の

協力並びに人件費抑制、人員管理、新たな投資の抑制な

どにより、平成22年度で終了することができると発表さ

れたことは喜ばしい限りと感じております。 

この計画遂行の対象の一つであった公営住宅建て替え

凍結や政策空き家などで市営729戸、道営72戸、計801

戸を管理してましたが、750 戸の活用にとどまっており

ました。 

平成23年度から開始される第5次富良野市総合計画の

前期基本計画では、富良野らしい住宅の整備推進施策と

して、公営住宅の計画的な建て替えと既存住宅の改善推

進が掲げられており、平成25年度、新たな住宅マスター

プラン改定作業への連動が重要となると考えます。 

このたびの市政執行方針にも、市長就任当初から掲げ

られている市民対話と情報開示を積極的に進め、市民の

声を聞き、市政に反映させる市民本位の開かれた市政運

営を信条にまちづくりを推進する、とうたわれておりま

す。 

本年度はまちなか居住や利便性に富む魅力的なコンパ

クトシティーを掲げた富良野市中心市街地活性化基本計

画の第2ステージに当たるネーブルタウン市街地再開発

事業も具現化される年度であり、さらには、昨年平成22

年度から取り組まれている山部地域観光振興計画とも連

動した形で、第5次富良野市総合計画前期に盛り込まれ

た公営住宅の建て替え対象とされたユーフレ、北麻町の

建て替え計画を進めることが肝要と考えます。 

衣食住と表現されるように、生活基盤の重要要素であ

る住環境、住宅施策は、人口や年齢構成、景気動向など

複雑な未来予想も勘案して進めなければならず、綿密な

調査が重要と考えます。 

そこで公営住宅、富良野市住宅マスタープランの改定

作業、住宅情報の一元化などについて質問をしたいと思

います。 

平成22年度の公営住宅補修については、5月に北の峰

地区6戸と麓郷1戸、高齢者世帯のしらかば団地1戸と

一般単身入居が可能な6戸の募集が最大であり、7月に

は樹海と緑町の2戸、9月は東麻町1戸、11月は麓郷と

樹海東山の3戸、本年2月は道営しらかば団地1戸と東

山2戸の募集となっております。 

5 月募集以外で市街地の公営住宅はわずかであり、新

規入居を希望する方が、入られる枠はほとんどないに近

い状態と言えると思います。 

今後の施策を考えるためにも、顕在化した要望と潜在

化している要望を把握しようとする取り組みが必要と思

います。 

そこで公営住宅の募集について3点質問いたします。 
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募集戸数と応募数の割合はどのようになっているのか。 

長期的傾向も加味して分析されているのか。 

2 点目は発表された応募可能な公営住宅に対するデー

タだけでなく、本来市民が希望している希望地区や単身

や高齢、バリアフリー等の福祉的住宅など、希望形態の

把握には取り組まれているのか。 

3 点目は、抽せん漏れを繰り返す応募者へのフォロー

する施策として、選定基準や選定方法の再検討や民間住

宅情報提供者などへの連携と複眼的な相談体制や姿勢が

構築されているのかをお聞きします。 

次に富良野市住宅マスタープラン改定作業についてお

伺いします。 

現在の富良野市住宅マスタープランは、平成15年度か

ら平成 24 年度を計画期間として作成されているもので

あります。 

平成15年3月に作成されました富良野市公営住宅スト

ック総合活用計画とも連動して、富良野市住環境整備に

資するよう計画されたものと理解をしております。 

平成 25 年度から新たな富良野市住宅マスタープラン

がスタートすることと思いますが、平成20年度から開始

された富良野市財政健全化計画による公営住宅建て替え

の凍結やリーマンショックによる日本経済全体の落ち込

み、それに伴う正規職員の減少、非正規職員の増大、年

収200万円以下の労働者が1,000万人を超える時代と、

明らかにここ数年の経済状況は、親から独立して賃貸住

宅で貯蓄をして、家族を持ち、持ち家を取得するという

標準的な人生設計が通じなくなりつつあると感じます。 

富良野市においても、人口減少の割に世帯数が減らな

い。核家族化や独居が進み、過去の延長線上で住宅施策

を考えることが難しい時代になってきたと思います。 

そこで3点にわたり質問をいたします。 

民間賃貸住宅の実態把握作業は進んでいるのでしょう

か。 

戸建てや集合住宅を含め、市内の住宅状況について民

間事業者との情報交換作業は行われているのか。 

再開された公営住宅の建てかえ作業の方向性と改訂が

2 年後に控えるマスタープランとの整合性はどのように

図られるお考えなのかお聞きします。 

次に、住宅情報の一元化についてお伺いします。 

現在、富良野市では移住促進協議会が主導して、住ま

いの情報バンクを開設しております。 

移住相談の問い合わせやホームページのアクセス数、

実際に移住された方、お試し住宅で過ごされる方々など

一定の成果を上げているものと感じます。 

3 月 1 日付の日刊富良野にも住まいの情報バンク利用

を呼びかける記事が掲載されておりました。 

この記事では、移住希望者のみならず市内で転居を考

えている人も対象にしている表現になっておりました。 

行政では所管ごとの情報発信が多く見受けられ、住民

の要望を担当窓口での範ちゅうしか提供できないという

事態が頻繁に起こり得ます。 

富良野市のホームページでは、移住を希望する方への

情報案内から検索を進めると住まいの情報バンクととも

に公営住宅のページへと案内する記載がありますが、公

営住宅の案内ページからは、移住促進協議会が提供して

いる情報のページへとスムーズに案内がなされていない

ようになっております。 

ホームページの基本構成を問題にしているのではなく、

住民が住む場所を探すという初歩的な段階から、立地条

件や家賃、間取り等のさまざまな要求によって、段階的

に情報提供していく。 

受入姿勢が非常に重要になっていくことと思います。 

現在、企画振興課が提供している移住希望者への情報

提供と公営住宅を探す方のの窓口である建築住宅課の連

携や一本化など、何らかの改善が必要と思いますがいか

がでしょうか。 

住宅施策に関する最後の質問項目として、多様な住宅

施策についてお伺いします。 

ここ数年、注目を浴びているジェロントロジー、つま

り人口の高齢化によって起きるさまざまな変化や問題を

解決するために、医学、経済学、政治学、社会学などの

自然科学、社会科学を統合することによって、加齢によ

る諸問題を総合的視野に立って探求する長寿社会の人間

学が自治体にとっても政策立案をする際に重要となって

きました。 

既に千葉県柏市では、東京大学高齢社会総合研究機構

とプロジェクトを立ち上げ、超高齢化社会を迎えるにあ

たっての住環境整備に新たな取り組みを開始しました。 

日本全体で2010年から2030年までに世代主75歳以上

の単独世帯及び夫婦のみ世帯は、292 万世帯も増加しま

す。 

また、我が国の空き家率は既に13％を超え、賃貸住宅

の需給はかなり緩んでいます。 

過日の新聞報道にもお隣り町、中富良野町で若年夫婦

世帯を念頭に置いた家賃補助制度の創設が報じられてお

りましたが、家賃補助制度は、大きな設備投資をせず、

柔軟に地域の人口構成を政策的に誘導して、相互の助け

合いがしやすい地域づくりや地域が持つコミニュティの

維持能力を高める施策としても有効であると評価されて

おります。 

ジェロントロジーの視点から考察するにあたっても、

家賃補助制度やＰＦＩや借り上げ、買い取り等のさまざ

まな民間手法も取り入れ、公的住宅施策を再考すること

が重要と考えますが見解をお聞かせください。 

次にこのたびの施政方針に触れられておりました北海

道障がい者スポーツ大会についてお伺いします。 
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障がい者スポーツは、パラリンピックの例を引くまで

もなく、年々盛んになり、社会に浸透しつつあると感じ

ます。 

また、観光都市富良野では、毎年多くの大会や研修会、

年次大会などが開催される参加者がふえる開催地として、

北海道内に限らず、道外からも注目をされる観光都市で

あります。 

観光都市の魅力を構成する要素としておもてなしとい

う言葉が頻繁に使用されますが、おもてなしは、健常者

やそうでない何らかの障がいをお持ちの方にも、海外の

お客様にも、分け隔てなく提供されることが望ましいと

考えます。 

バリアフリーという言葉も施設整備等のハード面の改

善と気遣いや人海戦術、その場の対応力など、ソフト面

の受け入れ能力向上という側面があると思います。 

このたびの富良野市での大会開催種目は、車いすバス

ケットや陸上競技などとお聞きしておりますが、参加者

の人数や障がいの様態、特徴とその受け入れ施設や設備

の事前把握は、非常に重要なことと考えます。 

過去の開催地の参加人数や受け入れ体制を参考に富良

野市の開催施設会場や設備との突け合わせ作業を行い、

可能な限り大会に参加される方や付き添いの方に快適な

時間を過ごせるような情報提供が必要と考えますが、そ

の認識についてお伺いします。 

また、宿泊施設への情報提供も重要と考えます。 

障がい者対応の設備やノウハウが乏しく、障がい者の

受け入れを断った宿や施設がマスコミで取り上げられ、

バッシングを浴びた事件を引き合いに出すまでもなく、

自らの施設の整備等、情報提供を積極的に行うことと、

受け入れるお客様の状況を正確に把握することは、双方

にとって有益なことであり、開示可能な情報は積極的に

旅館組合等の受け入れ施設に提供すべきと考えますが、

見解をお聞きします。 

また、宿泊施設に限らず飲食施設、お土産等の物販施

設にも大会の情報を積極的に提供し、受け入れ姿勢の準

備、おもてなしの向上、ひいてはバリアフリー化の啓蒙

へとつなげるよい機会と考えますが、富良野市としてど

のように取り組むのかを質問して、第1回目の質問とい

たします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

広瀬議員の御質問にお答えいたします。 

1 件目の住宅施策についての1点目、公営住宅の募集

についての募集戸数と応募数の割合実態でございますが、

公営住宅の募集につきましては、年5回、5月、7月、9

月、11月、2月広報ホームページにより、空き住宅を紹

介し、住宅ごとに募集を行っております。 

過去10年間の募集状況を見てみますと年間平均30戸

程度の募集戸数に対し、12倍ほどの応募がございます。 

地区別には、新しい住宅や空き住宅が少ないこと。医

療・交通機関等の利便性を理由として、東山、山部地区

の公営住宅の応募者は少なく、富良野地区、特に緑町、

北の峰、道営しらかば団地など比較的新しい設備が整っ

た団地に応募が集中する傾向にあります。 

また応募者の特徴として、高家賃を理由とした民間賃

貸住宅からの若い世代の住まい替え希望が多く、ここ10

年間その傾向が続いております。 

次に、希望地区・希望形態の把握についてであります

が、特に聞き取り等は行っておりませんが、申し込みの

申し込み理由等から、高齢者は、医療機関に近い団地と

1 階などの低層部を希望し、その他の世帯は地理的利便

性よりも、新しい住宅を希望する傾向にあります。 

今後の建設地においては、現地建て替えを初め、コン

パクトシティの考えやまちなか居住など十分考慮してま

いります。 

次に、抽選漏れの方へのフォロー体制についてであり

ますが、連続落選者に対するフォローとして、抽選時に

4年連続落選者、3回抽選加算を最高限度として優遇措置

を設けているところであります。 

また、民間賃貸住宅の空き家の問い合わせをされる方

については、市のホームページを紹介しておるところで

ございます。 

2 点目の富良野市住宅マスタープランの改訂作業につ

いての民間賃貸住宅の実態把握作業についてであります

が、住宅マスタープランは住宅事情等に係る現状分析か

ら住宅施策の課題を整理をし、住宅施策の基本的方向や

見解方向を定め、住宅施策を総合的かつ体系的に進める

ための指針となるもので、富良野市では平成15年3月に

策定をし、計画期間を平成15年から平成24年度までの

おおむね10年間としており、平成24年度に改訂を計画

しているところであります。 

民間賃貸住宅の実態把握につきましては、社会経済情

勢の変化や住宅ニーズが多様化する中で、その時代に対

応した住宅施策を展開する上で、大変重要な調査事項と

認識しており、4 月以降に作業を開始する予定でありま

す。 

次に、民間事業者との情報交換作業についてでありま

すが、人口減少、少子高齢化社会での流れの中で、安全

安心な住環境が求められております。 

施設のバリアフリー化はもとより、高齢者や障害者に

対する入居拒否等、いま多くの課題が山積されている中

で、公共とともに民間賃貸住宅にもその対応が求められ

ております。 

官民協力により住環境を整備するためにも、双方の情

報交換が必要であり、マスタープラン改訂にあたり実施
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をしてまいります。 

次に公営住宅建設事業の方向性とマスタープランの兼

ね合いについてでありますが、公営住宅の建設につきま

しては、平成22年度に老朽した公営住宅の建て替え計画

とともに、計画的な修繕等の実施により、既存公営住宅

の長期的な有効活用を図るべく、富良野市公営住宅等長

寿命化計画の策定作業を進めてきたところであります。 

厳しい経済情勢とともに、人口減少、少子高齢化社会

など将来を見据えた住宅施策を進める上で、公共住宅と

ともに優良な民間賃貸住宅の有効活用が図られるよう、

公共、民間で役割分担を持った住宅政策が展開できるよ

う、住宅マスタープラン改訂作業を進めてまいりたいと

考えているところであります。 

3 点目の住宅情報の一元化についてでありますが、住

宅情報については、移住施策として平成19年7月よりホ

ームページに、富良野住まいの情報バンクを開設し、移

住希望者への住居情報として、民間の賃貸住宅や一戸建

て住宅の賃貸、売買物件の情報提供等を行っているとこ

ろであります。 

情報バンクでは、物件の所有者または管理者から提供

された空き室、空き家、売り住宅の情報を市のホームペ

ージへ登録掲載し、これを閲覧した移住希望者からの登

録物件に対する照会があった場合、市では、その所有者

または管理者にその旨を連絡をし、当事者同士の協議に

より、賃貸または売買契約を行うことといたしていると

ころであります。 

登録情報の傾向といたしましては、一戸建て住宅に関

する情報は、比較的少なく、アパートなどの集合住宅の

空き室に関する情報がほとんどであり、今後防犯、防災

上の視点から、個人所有の利用されていない空き家の有

効活用に向けた取り組みも必要と認識をしているところ

でございます。 

また、情報バンクのホームページへのアクセス数は月

平均3,000件程度であり、移住希望者に限らず、本市へ

の転勤や市内転居による住宅紹介も見受けられ、公営住

宅の入居抽選に外れた方を初め、市民への住宅情報の提

供にもなることから、今後も富良野住まいの情報バンク

における情報の充実に努めるとともに、市ホームページ

の公営住宅などの住宅施策に関するページからも直接閲

覧できるシステム整備を行い、市民への情報提供の充実

に努めてまいります。 

4 点目の多様な住宅施設についての家賃補助制度の創

設検討についてでありますが、民間賃貸住宅の入居者に

対する家賃補助制度につきましては、高齢者世帯の住み

替え、若年世帯や子育て世帯に対する経済的な支援策と

して、また中心市街地の活性化策として、各自治体でそ

れぞれ取り組みがなされている状況にございます。 

コンパクトなまちづくりに向けた施策として、まちな

か居住を考える中で、その受け皿として既存の民間賃貸

住宅の有効な活用を図ることも住宅施策の検討課題であ

り、高齢化社会に対応した施設整備の推進とともに、活

気ある住環境をつくるべく、家賃補助制度については、

今後検討課題と考えておるところでございます。 

次に、ＰＦＩ等の多様な公営住宅施策検討についてで

ありますが、従来の公共による直接建設に対し、民間の

資金・技術等を活用した借り上げ、買い取り公営住宅の

建設が行われてるところでありますが、本市においても、

まちなか居住の推進事業として、朝日町団地を買い取り

の手法により、取得をしてきたところであります。 

民間活力の導入につきましては、地域性、課題等を十

分に調査をし、官民の役割分担による整備、管理手法を

含めた効率的・効果的な住宅政策を検討してまいります。 

2件目の北海道障がい者スポーツ大会についての1点目、

受け入れ施設の現状認識についてでありますが、本大会

は、障がい者の健康の維持増進、自立と社会参加の促進

を図ることを目的として、財団法人北海道障がい者スポ

ーツ振興協会、北海道及び富良野沿線の各市町村の主催

のもと、身体障がい者及び知的障がい者を対象とした全

道的なスポーツ大会で、本年10月2日の日曜日に開催予

定でございます。 

これまでの大会参加状況から、今回の参加規模につい

ては、選手総体約800名程度で、そのうち車いす参加者

は約50名程度と予想され、実施競技については身体障が

い者及び知的障がい者を対象とする陸上競技、身体障が

い者を対象とする車いすバスケットボール、フロアバレ

ーボール、知的障がい者を対象とするサッカー、バスケ

ットボール、バレーボール、ソフトボール、フットベー

スボールの8競技を行い、大会会場等については、それ

ぞれの施設設備を考慮しながら、各沿線町村との協議の

結果、そのうち富良野市の開催を4競技開催と決めたと

ころでございます。 

各競技会場については、陸上競技は富良野陸上競技場

で、車いすバスケットボール競技は富良野スポーツセン

ターで、サッカー競技は河川少年サッカー場、テニスコ

ート上流緑地で、バスケットボール競技の男子は西中体

育館、女子は東中体育館で実施する予定でございます。 

会場の設備の状況といたしまして、車いす使用の選手が

参加する富良野スポーツセンターには、車いす対応身障

用トイレが1カ所しかありませんので、レンタルによる

身障用トイレ設置による対応してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

宿泊施設、公的施設のバリアフリー対応情報の把握に

つきましては、現在、そのあっせん方法を旅行業者に一

任することで、大会参加申し込み案内に市内の各施設、

宿泊施設の設備等の内容等をお知らせしながら、また参

加者の申し込みにあっては、障がい者に係る特別配慮事
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項などを記載していただく方法などにより、必要不可欠

な情報を受け入れ施設側へ提供しながら進め、参加され

る障がい者にきめ細やかな配慮を心がけながら、富良野

の地を楽しみ、思い出深い大会となるよう進めてまいり

ます。 

次に、2 点目の啓蒙支援体制についてでありますが、

広報ふらのホームページへの掲載、大会ポスターの掲示、

懸垂幕、看板等、設置による大会周知を図り、関係部署

や大会関係者と連携を図りながら、観光事業者へも本大

会の状況を提供するよう進めてまいります。 

また、障害のある人が自立した生活を送り、社会生活

に参加する上で、生活の支障となる物理的な障害や精神

的な障がいを取り除くためのバリアフリー化については、

安心・安全な生活環境の整備や差別・偏見の解消などか

らも重要であり、今後、各種バリアの解消について啓蒙

を図ってまいります。 

以上であります。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3 番（広瀬寛人君） それでは順次再質問をさせてい

ただきます。 

まず、1 番最初に御答弁をいただきました公営住宅の

募集とその応募の割合ということでございますが、年間

平均約30 戸に対して、12倍ほどの応募があるというこ

とで、御答弁をいただきました。 

私自身はこの 12 倍という数字さえかなり高倍率な数

字というふうに自分自身としては受けとめますが、後ほ

ど答弁の中にありました住まいの住宅の方のホームペー

ジの閲覧数3,000という数、これは決して移住だけを目

的に閲覧をしたものではなく、富良野の住宅を探すとい

う意味でこちらを閲覧した方々もいるというふうに私は

考えております。 

そうすると、もともと応募にある30戸、これは市内市

外を含めて、いわゆる応募しようと、住宅を探そうとい

う方が自分の求める地域なり地区、それから戸数の部屋

の形態に合致するもの、合致しないもの、その中で我慢

をしながらでも応募する人もいれば、基本的には自分の

要望にかなわないから応募を見送るという方、こういう

方々が混在した中で、最終的に応募をして12倍という数

字になっているのではないか、というふうに思います。 

この30戸と12倍、それから3,000のアクセスという

ことについて、市長はどのような受けとめ方をしている

のか、御見解を伺います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 広瀬議員の再質問につきまして

は、建設水道部長の方からお答えをさしていただきます。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) 広瀬議員の御質問にお答え

いたします。 

答弁の中でもお答えしておりますけれども、応募の動

機というのを先ほどから説明申し上げておりますけども、

動機というのはですね、いま住んでいるアパートからの

住み替えというのが大きな理由だということで、以前に

もお話をしているとこであります。 

今回、応募の倍数が高いというのはあくまでも、実態

的にはですね、比較的新しくて、設備の整った住宅に応

募が集中するという傾向があります。 

市内の状況を見ますと、市街地の西側、駅からこちら

側なんですけど、ここの地域には比較的住宅が少ないん

でありますけれども、新しい住宅、例えば、駅前の朝日

町団地20戸です。 

それから緑町団地、これが60戸ありますけども、これ

らの住宅というのは比較的新しい住宅で人気も高く、こ

こ5年間の平均倍率としては、22倍程度を数えている状

況であります。 

トータル的に30戸ということで12倍ということです

けれども、比較的新しい住宅には高倍率、それから昔か

ら40年代50年代に建った住宅に関しては、一桁の倍率

ということで、そういうような状況になっておりますの

で、一概にすべての住宅が高い高いということではなく、

そういう状況っていうことを理解していただきたいとい

うふうに思ってます。 

古い住宅が建て替えがまだまだおくれているという状

況もありますので、建て替えを順次進めていかないとい

けないという現状であるのが事実です。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続けて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3番（広瀬寛人君） いまの御答弁をいただいた部分、

先ほどの市長からの答弁にもありますように応募の特徴

として、高家賃を理由に民間住宅から若い世代が住み替

えということの希望が多いという御答弁と軌を一にする

というふうに思います。 

この分析とそれから先ほど、後段に私質問しておりま

した家賃補助制度、この解決の方法というのは、一つに

は同じ方向性の解決方法のものではないかというふうに

私は認識をします。 

私の以前のこの公営住宅等に対する一般質問のときに

も、住宅に窮するという定義についてお伺いをしたとこ

ろ、やはりその実際の住宅がまるっきりないのではなく

て、比較的新しくて、まちなかにある住環境の整ったと

ころを希望するという意味で、そこに家賃が実際の自分

の収入とあわないというところでの住宅に窮するという

ようなことで答弁をいただいておりました。 
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そういったことを勘案すると、先ほどの答弁では、住

宅の家賃補助制度を検討するというところで、検討する

ということですので、前向きな一歩前進というふうに考

えておりますが、非常にいまの直面する問題、すぐに公

営住宅というのは、大きな投資になりますから、即決し

てできるわけではありませんが、中富良野町のこの制度

も2年間に限り、という形で金額についても、そのよう

な形で上限を設けるような形になっております。 

富良野市が行ってる住宅のリフォーム事業などについ

ても、応募戸数を設けて年限を設けてやる、こういった

やり方があるわけですので、非常に有効な手段と私は考

えておりますが、御見解をお伺いします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) 御質問にお答えをいたしま

す。 

いま家賃の補助制度等についてのお話かというふうに

思いますけれども、これは昨年の6月の議会でも御質問

をいただいて答弁させていただいているとこであります

けれども、ある程度やはり目的を持った形の中でですね、

住宅施策、家賃補助をするにしてもですね、ある程度の

目的を持った形で進めるべきというふうに考えていると

こであります。 

それらは当然、まちなか居住ということでいま盛んに

我々も施策的に打ち出しておりますけれども、まちなか

居住、それに絡めた家賃補助というものを考えられるか

というふうに思いますけれども、それも今後の検討課題

の一つということで何回もお話をさしていただいている

とこでありますけども、現状としては3年間住宅の建設

を凍結してきているという事実でございます。 

それでことし23年度から、この建設を再開するという

ことでありますので、この辺の意向に今力点を置きなが

らですね、あわせて、まちなか居住に関して有効な施策

等を考慮してまいりたいというふうに考えているとこで

あります。以上です。 

○議長（北猛俊君） 続けて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3番（広瀬寛人君） いわゆる公営住宅等の希望地区・

希望形態等の把握については、現在聞き取り等は行って

いないいうことで御答弁をいただきました。 

私が最初の質問のときに申し上げましたように、市政

執行方針にもありますように、市民対話と情報開示とい

うことで、市民の声を聞き市政に反映する市民本位の市

政運営を信条とするということがうたわれております。 

これは民間でいうならば、お客様の顧客の潜在ニーズ、

潜在要望をきちっといかに拾い上げて、それをお客様に

提供するサービスに変えていくかということと同様に、

やはり、いま現在ある情報だけを提供するのではなくて、

お客様自身が市民の皆様が住宅を探す場所があるときに、

現在提供できる場所だけじゃなくて、本来はどこを希望

している、こういったデータを蓄積していくことが、先

ほど市長が言われているような市民と対話して、市民本

位の市政運営をするということにつながるかというふう

に思いますがそのあたりの見解をお伺いします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) お答えをいたします。 

ただいまの質問の中身でありますけれども、当然これ

から住宅マスタープラン 24 年度で一応目処ということ

で、今年度から基礎調査等を進めていくということでお

話をさしていただきました。 

その中で当然基礎資料の中でそういうことをですね、

調査をしながら、あるいは及び業者等の調整をしながら

ですね、十分その辺を把握してまいりたいというふうに

考えているとこでございます。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3 番（広瀬寛人君） 確認という意味で質問させてい

ただきます。 

住宅マスタープランの改訂については、民間賃貸住宅

の実態把握、これについて重要ではないかということを、

私も前回の2定のときに質問をさせていただき、検討す

るということで答弁をいただき、このたびの御答弁では

4 月からこれに着手をするということで答弁をいただき

ましたので大きな前進と思いますが、いまの部長からの

答弁では、こういう機会を利用して潜在的な住民の希望

地区等についても把握するということで、この公営住宅

での窓口でのリサーチといいますか、情報収集じゃなく

て別の形で情報収集をとっていくという答弁と理解して

よろしいんでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) 窓口というよりもですね、

この計画にあわせた形で調整をしていきたいというふう

に思っております。 

窓口ではあくまでも申し込み書の中にですね、そうい

う記載する場所がありますし、不明であれば問い合わせ

をするというような聞き取りも行っておりますので、い

ま話している中身としては、マスタープランにあわせた

形の中でやっていきたいということであります。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3 番（広瀬寛人君） それでは公共と民間での役割分

担ということでございますが、昨日ですね、昨日の日本
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経済新聞の1面、第1見出しは、お読みになってるかど

うかわかりませんが、ＰＦＩ改革ということで14事業の

委託についての改定について取り組みが報じられており

ます。 

この中でＰＦＩについても、いま現在あるＰＦＩの問

題点、これを改善する形の中のコンセッション方式、こ

れを実現化させるために、財務省も動き出したというこ

とで報じられており、またこれにあわせるような形で大

阪府ではいわゆるニュータウンの再生にこの手法を用い

ながら公営賃貸住宅の改築等を進めるということで報じ

られております。 

私も少し勉強しますとこのコンセッション方式という

のは、民間事業所が年間の売り上げ等についてもですね、

継続的に事業収入を得られるし、自治体の方としても、

ある程度の経費節減ができ、経営運営権は民間に任せら

れるという特徴を持っており、非常に有効な方式だいう

ふうに考えておりますが、このコンセッション方式を含

めたこういう新たな手法についての見解についてお伺い

をいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) 御質問にお答えをいたしま

す。 

このＰＦＩ等ということで、中身でありますけれども、

我々公営住宅に関してのＰＦＩというのは、過去にもあ

りますけれども、借り上げあるいは買い取りを中心とし

たものというふうに我々いまとらえているとこでありま

すけれども、いまお話のあったような話っていうのがま

だ自分も把握しておりませんので、こういうそれらも含

めて検討してまいりたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3 番（広瀬寛人君） 最後にですね、いまＰＦＩも含

めて検討ということでございますが、先ほど宮田議員の

一般質問の答弁の中でも市長の御答弁の中で、民間の空

き家が富良野市内でも散見されており、いわゆるオール

富良野でこの住宅の部分については解決に当たりたい。 

空き巣だとか、火災だとかそういった部分も含めて、

問題解決に当たりたいという御答弁がありましたが、こ

れはまさに私のいま質問しているところですね、同じ方

向性というふうに考えますが、このあたりについては、

移住という部分に限らず住環境という部分で非常に重要

なことというふうに考えます。 

またこの空き家の部分につきましても、空き家のその

売買については、売買はこれ自治体で行うことが適当な

作業でないことは私も十分認識をしておりますが、この

中古売買についても、その買い取ったものの建物の瑕疵

などについて、問題が非常に多いということが言われて

ますが、これも本日の日本経済新聞の記事に出ておりま

すように、国交省が購入リフォーム一括についてのリフ

ォームプラン付きの中古住宅の売買の保険、これの創設

にあたるということを取り上げられております。 

つまりいま、まさにほんとに人口減少になり、この住

環境を含めていろいろな施策を考えるに当たって、従来

の方式、従来の仕組みでは、なかなかうまくいかないと

ころ、それをこういう保険も制度も含めて、新たな形で

解決をしようというふうに動いております。 

私自身はこういった情報を鋭敏に富良野市も敏感にで

すね、反応してよく勉強し、結局そのプランを建てるに

は10年スパンのプランを建てるわけですから、そういっ

たことをよく踏まえて取り組んでいく、姿勢が必要とい

うふうに考えておりますが、プランを立てるに当たって、

こういった新しい制度、新しい考え方の導入についての

取り組み姿勢について見解をお伺いします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) お答えをいたします。 

いま新しいプランを立てるということのご発言がござ

いますけれども、あくまでも住宅マスタープランの改訂

ということでとらえてよろしいわけでしょうか。はい。 

当然、いま今日の日経の新聞ということでありますけ

ども、その辺我々まだ把握してないとこであります。 

当然、そういう新しい制度が創設されてくるというこ

とであればですね、その辺も十分検討をしながらですね、

富良野市にあったものかどうか、どういうふうな形で取

り入れていくことができるかということを十分検討して

まいりたいというふうに思います。 

それとあと、富良野市の現状の空き家の状況でありま

すけれども、これは統計的な数字でありますけども、平

成 20 年に行いました住宅土地統計調査というのがあり

ますけれども、この中の数値的にはですね、いま富良野

市内の住宅地の住宅総数が1万610戸ということで約そ

の 10％程度が空き家というような状況になっておりま

す。 

その一つ一つというのは、我々押さえることはできま

せんけれども、そういうような状況で先ほど13％ぐらい

全国であるということですから、それより若干下回る状

況ですけども、ほぼ全国並みといいますか、そういうよ

うな状況かなというふうに思います。 

この10％がすべて人が住めるかどうかというのは、こ

れは疑問がありますけれどもその辺も十分把握しながら

ですね、住宅マスタープランの方に反映さしていければ

というふうに思っております。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で広瀬寛人君の質問は終了い

たしました。 

───────────────────────── 

散  会  宣  告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

明11日の議事日程はお手元に御配付のとおり、岡本俊

君、天日公子君の一般質問を行います。 

本日はこれをもって散会いたします。 

 

午後2時54分 散会 
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